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令和４年 第２５号 

決       定 

   

主       文 

本件各即時抗告を棄却する。 

理       由 

第１ 抗告趣意等 

  本件各即時抗告の趣旨及び理由は、主任弁護人森雅美作成の即時抗告申

立書、令和４年７月１２日付け即時抗告申立補充書 、同年１１月７日付け

即時抗告申立補充書 、同年１２月９日付け即時抗告申立補充書 、同年１

２月２６日付け「検察官の当審検１（Ｏ回答書）に対する反論」と題する書

面及び令和５年２月１５日付け「検察官意見書に対する反論」と題する書面

に各記載のとおりであり、これに対する答弁は検察官山内峰臣作成の同年１

月３１日付け意見書に記載のとおりであるから、これらを引用する。 

  論旨は、要するに、原決定は新証拠について明白性の判断を誤っており、

失当であるから、原決定を取り消し、本件各再審請求につき再審を開始する

との決定を求める、というのである（なお、略語の使用は、原則として、原

決定の例による。）。 

第２ 確定判決の事実認定の要旨 

 １ Ａに対する確定判決 

  犯行に至る経緯 

Ａは、昭和２５年３月Ｂと結婚し、鹿児島県曽於郡大崎町ａ、ｎ番地に

おいてＢと共に農業に従事してきたものであるが、Ｂは１０人兄弟の長男に

当たり、同人方に屋敷を接して同人の実弟である二男Ｃ及び四男Ｄがそれぞ

れ居住し、同じく農業に従事していた。Ｄは日頃から酒癖が悪く、妻と離婚

してからはそれが一層悪くなっており、飲んだ先々で迷惑をかけたり、酔い
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つぶれて道端に寝込んだりする有様で、親族らが迎えに行ってＤを連れ帰っ

たことも何度かあった。Ａは、勝気な性格で、口数も多く、Ｂが以前交通事

故に遭って仕事も十分できない上、知能もやや劣ることから、長男の嫁とし

てｂ家一族に関する事柄を取り仕切っていた。Ｄは、Ａによって妻と離婚さ

せられ、一緒になることを妨害されているとしてＡに反感を抱き、酒に酔っ

てはＡを「打ち殺す」などと言って暴れ、一度はＡ方に押し掛けて入浴中の

Ａを外まで追い回したこともあり、Ａ夫婦及びＣは日頃からＤの存在を快く

思っていなかった。 

昭和５４年１０月１２日、Ｂらの姉の子の結婚式が行われ、Ａ夫婦を始

め、Ｂの兄弟はＤを除き全員出席したが、Ｄは当日朝から酒浸りであるなど

として、Ｂら兄弟はＤを連れて行かなかった。同日午後７時過ぎには結婚式

が終わり、Ａらはそれぞれ帰宅した。Ｄは同日酒を飲んで外を出歩き、午後

８時頃酔いつぶれて道路脇の溝に落ちているのを地域の住人に発見された。

Ｄの近隣に住むＨ、Ｉの両名がＤを同人方まで届けたが、同人は前後不覚の

状態であった上、着衣が濡れて下半身裸となっていた。そのため、Ｈ及びＩ

は、Ｄを土間に置いたまま帰った。ＡはＨから泥酔して道端に倒れているＤ

を迎えに行く旨連絡を受け、同日午後９時頃Ｈ方に行って同人からＤの様子

を聞き、Ｈらに迷惑をかけたことを謝ったりした後、午後１０時３０分頃Ｉ

と帰宅する途中、Ｄの様子を見るため一人でＤ方に立ち寄った。Ａは、泥酔

して土間に座り込んでいるＤを認めるや同人に対する恨みが募り、この機会

に同人を殺害しようと決意し、Ｃ、次いでＢに対し、共同してＤを殺害しよ

うと話を持ち掛け、両名はいずれもこれを承諾した。 

 罪となるべき事実 

Ａは、①Ｂ、Ｃと共謀の上、Ｄ（当時４２歳）を殺害するため、同人の

絞殺に使う西洋タオルを携帯して、同日午後１１時頃、鹿児島県曽於郡大崎

町ａ、ｍ番地所在の同人方に赴き、同所土間に座り込んで泥酔のため前後不
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覚となっている同人に対し、Ｂ及びＣにおいてこもごもＤの顔面を数回ずつ

殴打し、その場に倒れた同人をＡを加えた３名で足蹴りするなどし、更に前

記３名でＤを同人方中六畳間まで運び込んだ上、同所において、Ａが「これ

で絞めんや」と言って前記西洋タオルをＢに渡すとともに、仰向きに寝かせ

たＤの両足を両手で押さえ付け、ＣもまたＤの上に馬乗りになってその両手

を押さえ付け、Ｂにおいて前記西洋タオルをＤの頸部に１回巻いて交差させ

た上、Ａから「もっと力を入れんないかんぞ」と言われて、両手でその両端

を力一杯引いて締め付け、よって、Ｄを窒息死に至らしめて殺害し、②前記

殺害行為の後、Ｃが一旦帰宅して同人の長男ＦにＤの死体を遺棄するため加

勢を求めたところ、Ｆはこれを承諾し、ここにＡは、Ｂ、Ｃ及びＦの３名と

共謀の上、同月１３日午前４時頃、Ａが照らし出す懐中電灯の灯りの下で、

前記３名が、Ｄの死体を同人方牛小屋に運搬した上、Ａから「まだ浅い、も

っと掘らんか」と指図されて、同所の堆肥内にそれぞれスコップ又はホーク

を用いて深さ約５０ｃｍの穴を掘って、その中に前記死体を埋没させ遺棄し

た。 

２ Ｂに対する確定判決 

  犯行に至る経緯 

Ｂは１０人兄弟の長男に当たり、同人方に屋敷を接して同人の実弟であ

る二男Ｃ及び四男Ｄがそれぞれ居住し、いずれも農業に従事していた。Ｄは

日頃から酒癖が悪く、妻と離婚してからはそれが一層悪くなっており、飲ん

だ先々で迷惑をかけたり、酔いつぶれて道端に寝込んだりする有様で、親族

らが迎えに行ってＤを連れ帰ったことも何度かあった。Ｂの妻であるＡは、

勝気な性格の上、口数も多く、Ｂが以前交通事故に遭って仕事も十分できな

い上、知能もやや劣ることから、長男の嫁としてｂ家一族に関する事柄を取

り仕切っていた。Ｄは、Ａによって妻と離婚させられ、一緒になることを妨

害されているとしてＡに反感を抱き、酒に酔ってはＡを「打ち殺す」などと
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言って暴れ、一度はＢ方に押し掛けて入浴中のＡを外まで追い回したことも

あり、Ｂ夫婦及びＣは日頃からＤの存在を快く思っていなかった。 

  昭和５４年１０月１２日、Ｂらの姉の子の結婚式が行われ、Ｂ夫婦を始

め、Ｂの兄弟はＤを除き全員出席したが、Ｄは当日朝から酒浸りであるなど

として、Ｂら兄弟はＤを連れて行かなかった。同日午後７時過ぎには結婚式

が終わり、Ｂらはそれぞれ帰宅した。Ｄは同日酒を飲んで外を出歩き、午後

８時頃酔いつぶれて道路脇の溝に落ちているのを地域の住人に発見された。

Ｄの近隣に住むＨ、Ｉの両名がＤを同人方まで届けたが、同人は前後不覚の

状態であった上、着衣が濡れて下半身裸となっていた。そのため、Ｈ及びＩ

は、Ｄを土間に置いたまま帰った。ＡはＨから泥酔して道端に倒れているＤ

を迎えに行く旨連絡を受け、同日午後９時頃Ｈ方に行って同人からＤの様子

を聞き、Ｈらに迷惑をかけたことを謝ったりした後、午後１０時３０分頃Ｉ

と帰宅する途中、Ｄの様子を見るため、一人でＤ方に立ち寄った。Ａは、泥

酔して土間に座り込んでいるＤを認めるや同人に対する恨みが募り、この機

会に同人を殺害しようと決意し、Ｃ、次いでＢに対し、共同してＤを殺害し

ようと話を持ち掛け、両名はいずれもこれを承諾した。 

 罪となるべき事実 

Ｂは、①Ｃ及びＡと共謀の上、Ｄ（当時４２歳）を殺害するため、同日

午後１１時頃、鹿児島県曽於郡大崎町ａ、ｍ番地所在の同人方に赴き、同所

土間に座り込んで泥酔のため前後不覚となっている同人に対し、Ｂ及びＣに

おいてこもごもＤの顔面を数回ずつ殴打し、その場に倒れた同人をＡを加え

た３名で足蹴りするなどし、更に前記３名でＤを同人方中六畳間まで運び込

んだ上、同所において、Ａが自宅から携帯してきた西洋タオルをＢに渡すと

ともに、仰向きに寝かせたＤの両足を両手で押さえ付け、ＣもまたＤの上に

馬乗りになってその両手を押さえ付け、Ｂにおいて前記西洋タオルをＤの頸

部に１回巻いて交差させた上、両手でその両端を力一杯引いて締め付け、よ
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って、Ｄを窒息死に至らしめて殺害し、②前記殺害行為の後、Ｃが同人の長

男ＦにＤの死体を遺棄するため加勢を求めたところ、Ｆはこれを承諾し、こ

こにＢは、Ｃ、Ｆ及びＡと共謀の上、同月１３日午前４時頃、Ａが照らし出

す懐中電灯の灯りの下で、Ｂ、Ｃ及びＦが、Ｄの死体を同人方牛小屋に運搬

した上、同所の堆肥内にそれぞれスコップ又はホークを用いて深さ約５０ｃ

ｍの穴を掘って、その中に前記死体を埋没させ遺棄した。 

第３ 従前の裁判手続の経緯等 

 １ Ａの確定審 

Ａは、本件殺人及び死体遺棄の事実で鹿児島地方裁判所に起訴されたが、

捜査段階から一貫して本件への関与を否認していたところ、第１審公判では、

弁護人がＢ、Ｃ及びＦが本件に及んだことは争わなかったため、Ａが本件に

関与したか否かが争点となった。Ｄの死体を解剖したＪ教授作成の鑑定書

（Ｊ旧鑑定）を含む同意書証の取調べに加えて、Ｂ、Ｃ及びＦの各証人尋問、

Ｃの妻Ｇの証人尋問等が行われ、さらに、Ｂ及びＣについては、刑訴法３２

１条１項２号後段により検察官調書が採用され、被告人質問が実施されるな

どした。Ｊ旧鑑定は、死体の腐敗が著しいため、損傷の有無、程度等は判然

としないが、頸部、右側胸腹部、右上肢及び両下肢に外力が作用した痕跡が

あり、内部においても、頸部、右胸郭等に外力の作用した痕跡が認められ、

他に著しい所見を認めないので、窒息死を推定するほかない、仮に窒息死し

たものとすれば頸部内部の組織間出血は頸部に外力の作用したことを推測さ

せ、他殺を想像させるというものである。鹿児島地方裁判所は、昭和５５年

３月３１日、前記罪となるべき事実等を認定し、Ａを懲役１０年に処した。 

控訴審においても、Ａが本件各犯行に関与したか否かが争われたが、同

年１０月１４日、福岡高裁宮崎支部は控訴棄却の判決をし、その後Ａの上告

も棄却され、前記鹿児島地方裁判所判決が確定した。 

 ２ Ｂの確定審 
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Ｂ及びＣは本件殺人及び死体遺棄の事実で、Ｆは本件死体遺棄の事実で

それぞれ鹿児島地方裁判所に起訴され、これら３名の事件は併合審理され、

３名は公訴事実を認めた。昭和５５年３月３１日、鹿児島地方裁判所は、Ａ

に対するものと同様の前記罪となるべき事実等を認定した上、Ｂを懲役８年、

Ｃを懲役７年、Ｆを懲役１年に処したが、３名はいずれも控訴せず、３名に

対する第１審判決は確定した。同判決の証拠の標目には、前記Ｊ教授作成の

鑑定書（Ｊ旧鑑定）謄本が掲げられている。 

３ Ａ第１次再審請求 

Ａは、平成７年４月１９日、第１次再審請求をし、Ａ、Ｂ、Ｃ及びＦの

いずれも本件各犯行に関与していないと主張し、Ｂ、Ｃ及びＦの各自白の信

用性を争った。弁護人は、Ｄは溝に自転車ごと転落して事故死した可能性が

最も高いから、絞殺を前提とする前記３名の各自白及び確定判決の認定事実

はＤの死因と矛盾するなどとして、新証拠としてＪ教授により作成された補

充鑑定書（Ｊ新鑑定）、Ｋ教授により法医学的見地から作成された鑑定書

（Ｋ鑑定）等を提出した。これに対し、検察官は、Ｕ教授により法医学的見

地から作成された意見書等を提出し、Ｊ教授、Ｋ教授、Ｕ教授、Ｇ、Ｆ、Ｈ

及びＩの各証人尋問等が行われた。 

鹿児島地方裁判所は、平成１４年３月２６日、再審開始決定をした。そ

の理由は、Ｊ新鑑定及びＫ鑑定によれば、Ｄの死体の頸部には絞殺を示す外

部所見も内部所見も認められないから、死体の客観的状況はＢ及びＣの各自

白による犯行態様とは矛盾する可能性が高く、これらの自白の信用性を再検

討する必要性が生じ、客観的証拠、Ｂ、Ｃ、Ｆその他の関係者の供述等の新

旧全証拠を総合評価した結果、Ａ、Ｂ、Ｃ及びＦを本件各犯行について有罪

とするには合理的な疑いが生ずるというものであった。これに対する即時抗

告審で、福岡高等裁判所宮崎支部は、平成１６年１２月９日、鹿児島地方裁

判所の前記決定を取り消し、再審請求を棄却した。その理由は、Ｊ新鑑定及



 

7 
 

びＫ鑑定は、Ｂ及びＣの各自白に基づく犯行態様や死因に疑いを生じさせな

いなどというものであった。Ａによる特別抗告は平成１８年１月３０日に棄

却された。 

 ４ Ａ第２次再審請求及びＢ第１次再審請求 

Ａは、平成２２年８月３０日、第２次再審請求をした。また、平成５年

に死亡したＢの長女である申立人は、平成２３年８月３０日、Ｂに対する確

定判決について第１次再審請求をし、これらの再審請求は同時に審理された。

弁護人は、Ｂ、Ｃ及びＦの各自白の信用性を減殺する新証拠として、Ｌ医師

による法医学的見地からの意見に関する証拠、Ｑ教授及びＲ教授が供述心理

学の立場からＢ、Ｃ及びＦの各自白等を対象として行った鑑定に関する証拠

（Ｑ・Ｒ第１鑑定）等を提出した。Ｑ・Ｒ第１鑑定は、これらの自白には変

遷があり、体験に基づかない供述であることを示す兆候も認められるという

ものである。 

鹿児島地方裁判所は、新証拠にはＢ、Ｃ及びＦの各自白の信用性を動揺

させるような証拠価値は認められないなどとして、平成２５年３月６日、各

再審請求を棄却した。Ａ及び申立人による各即時抗告は平成２６年７月１５

日に棄却され、各特別抗告は平成２７年２月２日に棄却された。 

５ Ａ第３次再審請求及びＢ第２次再審請求 

平成２７年７月８日、Ａは第３次再審請求をし、申立人はＢに関する第

２次再審請求をし、これらの再審請求は同時に審理された。弁護人は、新証

拠として、Ｍ教授による法医学的見地からの意見に関する証拠（Ｍ鑑定）、

Ｑ教授及びＲ教授が供述心理学の立場からＧの供述を対象として行った鑑定

に関する証拠（Ｑ・Ｒ第２鑑定）等を提出した。これに対して、検察官は、

Ｐ教授による法医学的見地からの意見に関する証拠（Ｐ第１鑑定）等を提出

し、Ｍ教授、Ｑ教授、Ｒ教授及びＰ教授の各証人尋問等が行われた。 

鹿児島地方裁判所は、平成２９年６月２８日、各再審請求につき、再審
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を開始する決定をした。その理由の骨子は、①Ｍ鑑定は、死因を頸部圧迫に

よる窒息死と推定したＪ旧鑑定の証明力を減殺させた、②Ｑ・Ｒ第２鑑定は、

供述心理学の専門家によるＧの供述の分析として一定程度の合理性を有し、

Ｇの供述の証明力を減殺させるだけの証明力が認められる、③Ｂ、Ｃ及びＦ

の各自白は、主要な支えであったＪ旧鑑定が支えとしての証明力を失い、Ｑ

・Ｒ第１鑑定を踏まえると、それぞれ信用性に疑いのあることが明らかとな

り、Ｇの確定審供述も、Ｑ・Ｒ第２鑑定を踏まえると、Ｂ、Ｃ及びＦの各自

白の信用性を代わりに支えられるほどの証明力はないから、確定判決の事実

認定については、そのような共謀も殺害行為も死体遺棄もなかった疑いを否

定できないというものである。 

これに対する即時抗告審で、福岡高等裁判所宮崎支部は、平成３０年３

月１２日、検察官からの各即時抗告を棄却した。その理由の骨子は、①Ｑ・

Ｒ第２鑑定は無罪を言い渡すべき明らかな証拠とは認められない、②Ｍ鑑定

が、Ｄの死因は自転車ごと溝に転落した事故等による出血性ショックであっ

た可能性が高いとした結論部分は十分な信用性を有するが、Ｊ旧鑑定はＤの

死因を推認し得るほどの証明力を有するものではなく、Ｍ鑑定によってＪ旧

鑑定の信用性が否定されたとしても、直ちにＤの死因は頸部圧迫による窒息

死であるとした確定判決の認定に合理的疑いを生じさせる関係にはない、③

しかし、Ｍ鑑定の影響により、Ｄは溝に転落したことにより既に出血性ショ

ックで死亡し、あるいは瀕死の状態にあった可能性が相当程度存在すること

になり、Ｈ及びＩの各供述の信用性には疑義が生ずる、④そうすると、Ｄが

Ｈ及びＩによってＤ方に送り届けられたという事実及びＤが窒息死させられ

たという事実が認められなくなる結果、Ｂ、Ｃ及びＦの各自白並びにＧの供

述は客観的状況による裏付けを欠き、Ｍ鑑定が存在することから、これらの

各自白や供述は大筋において合致するからといって直ちに信用できるもので

はない、⑤以上によれば、Ｍ鑑定は、新旧全証拠との総合判断により、確定
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判決の事実認定に合理的疑いを生じさせるに足る証拠であるなどというもの

である。 

これに対して検察官が特別抗告し、特別抗告審は、Ｍ鑑定にＱ・Ｒ第２

鑑定を含むその余の新証拠を併せ考慮してみても、確定判決の事実認定に合

理的な疑いを抱かせるに足りるものとはいえず、原決定の判断には刑訴法４

３５条６号の解釈適用を誤った違法があり、Ｍ鑑定及びＱ・Ｒ第２鑑定が無

罪を言い渡すべき明らかな証拠に当たるとした原々決定の判断にも同様の違

法があるといわざるを得ないなどとして、令和元年６月２５日、原決定及び

原々決定を取り消し、各再審請求を棄却した。 

第４ 本件再審請求（Ａ第４次再審請求及びＢ第３次再審請求） 

 １ 新証拠の概要 

 原審において、弁護人によって新証拠として提出された主なものは、

①ｇ医科大学総合医療センター・高度救命救急センター長Ｎ教授により医学

的見地から作成された令和２年３月２７日付け鑑定書（弁１）、令和３年５

月３１日付け補充鑑定書（弁２６）及び同年８月２０日付け補充説明書（弁

２８）並びに同教授作成の鑑定書等についての字幕での解説又は同教授によ

る動画での解説を含む「現場再現動画（字幕版）」及び「現場再現動画（確

定版）」と題する各記録媒体（弁１１、２３）、②ｌ大学教授Ｓ作成の令和

２年３月１６日付けテキストマイニングによるＨ及びＩの各供述の特徴に関

する鑑定書（弁２）、同年１２月１０日付けテキストマイニングによるＡの

供述の特徴に関する鑑定書（弁９）及び「テキストマイニングによる供述の

特徴に関する鑑定の概要」と題する各書面（弁１２、１９）、③Ｑ教授及び

Ｒ教授が供述心理学の立場からＨ及びＩの各供述の特徴を分析した同年３月

１９日付け鑑定書（弁３）、同じくＡの供述の特徴を分析した同年１２月１

０日付け鑑定書（弁１０）及び「供述心理学鑑定の概要」と題する各書面

（弁１３、２０）である。これに対し、検察官は、ｈ医科大学法医学教室Ｏ
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教授により法医学的見地から作成された同年９月２５日付け鑑定書（検１）、

令和３年８月１６日付け意見書（検６）及び同年９月２２日付け意見書（検

７）、Ｐ教授により法医学的見地から作成された同年５月２８日付け鑑定書

（検３、以下「Ｐ第２鑑定」という。）、科学警察研究所の研究員Ｔほか２

名作成の令和２年８月２８日付け意見書（検２）等を提出した。 

また、当審において、弁護人は、Ｎ教授作成の令和４年１１月７日付け

意見書（弁３２）、Ｓ教授作成の令和４年１０月２５日付け補充意見書（弁

３３）、Ｑ教授及びＲ教授作成の同日付け補充意見書（弁３４）を提出し、

検察官は、Ｏ教授作成の令和４年１１月２９日付け回答書（当審検１）を提

出した（以下、Ｎ教授の作成に係る鑑定書等及び原審における証言を併せて

「Ｎ鑑定」、Ｓ教授の作成に係る鑑定書等及び原審における証言を併せて

「Ｓ鑑定」、Ｏ教授の作成に係る鑑定書等及び原審における証言を併せて

「Ｏ鑑定」といい、Ｑ教授及びＲ教授の作成に係る鑑定書等並びに原審にお

ける各証言を併せて「Ｑ・Ｒ鑑定」という。）。 

  Ｎ鑑定の要旨 

Ｎ鑑定は、Ｎ教授が救急救命医としての知見、経験等に基づき、医学的

見地からＤの死因、死亡時期等について意見を述べたものであるが、その要

旨は、①Ｄの頸部の出血は、Ｄが顔面からの転落事故により、頭部が後方に

反り、頸椎が過伸展したため、頸椎の支持組織である頸椎前縦靱帯を含む頸

椎前方の組織が損傷され、後咽頭間隙に出血を来したもの（頸椎椎体前血腫）

であり、Ｄは、頸椎の過伸展により直接頸髄が損傷され、非骨傷性頸髄損傷

（頸椎に外力が加わったものの骨折や脱臼がなく、頸椎の配列が正常である

にもかかわらず、頸髄のみが損傷を受けることをいい、Ｈ及びＩに発見され

た時点では第５頸髄以下の頸髄が損傷される低位頸髄損傷であったと考えら

れる。）を負い、運動機能障害に陥ったことは確実であり、胸郭（肋間筋）

の運動麻痺のため横隔膜運動に頼る腹式呼吸の状態となっていた、②また、
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転落事故に起因する頸椎の過伸展により損傷した頸椎前縦靱帯は、頸椎椎体

前血腫が少なくとも第３頸椎から第７頸椎まで広がるなど、最大級のもので

あることからすると、破断あるいはそれに近い状態であり、Ｈ及びＩに発見

された時点で、Ｄの頸椎は外力により限度を超えた後屈、回旋／側屈を容易

に来す不安定な状態にあった、③さらに、Ｄは、飲酒に起因する尿量の増加

により循環血液量が減少したこと、気温が低下する中、濡れた衣服のままで

約２時間半いたことに起因する偶発性低体温などから、腸管血流を低下させ

て非閉塞性腸管虚血に陥り、その結果として広範な小腸の急性腸管壊死に陥

っていたことは確実であり、Ｈ及びＩに発見された時点では、非閉塞性腸管

虚血による広範な小腸の急性腸管壊死のため、出血性ショック、敗血症性シ

ョック及び代謝性アシドーシスを来し、具体的な死亡時期は確定できないも

のの、短時間のうちに死亡する状態であった、④その後、Ｈ及びＩが頸椎保

護（傷病者の頸部を用手的に又は器具を用いて固定し、頸髄損傷の発生や悪

化を予防する処置）をしないまま救護したことにより、Ｄの不安定な状態に

あった頸椎（②）には何度も繰り返し通常の限度を超えた後屈、右回旋／側

屈を生じ、 この後屈の結果、頸髄損傷を悪化させ、高位頸髄損傷（第４頸

髄以上の頸髄の損傷）を受傷して、横隔神経麻痺から横隔膜運動の麻痺及び

神経原性ショックによる血圧低下を来した可能性は極めて高く、また、 上

記右回旋／側屈の結果、Ｊ旧鑑定で認められるＤの左鎖骨上部の著明な内出

血から明らかなように、左椎骨動脈中枢部の損傷が生じたと考えられる、⑤

左椎骨動脈中枢部の損傷（④ ）は、神経原性ショックによる血圧低下（④

）、出血性ショック、敗血症性ショック及び代謝性アシドーシス（③）に

よる血圧低下と相まって、延髄の血流低下による呼吸・循環中枢の機能不全

を来した、⑥胸郭（肋間筋）の運動麻痺（①）と横隔膜運動の麻痺（④ ）、

更には延髄の血流低下による呼吸・循環中枢の機能不全（⑤）が相まって、

呼吸停止を来した可能性が極めて高い、⑦以上のとおり、Ｄは、非閉塞性腸
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管虚血による広範な小腸の急性腸管壊死等のため短時間で死亡するほど全身

状態が悪化していたところ、Ｈ及びＩに救護される過程で、高位頸髄損傷、

左椎骨動脈中枢部の損傷のいずれか又は両方を受傷した結果、受傷から１分

以内に呼吸停止を来し、呼吸停止から数分以内に死亡した可能性は極めて高

く、Ｄは同人方に運ばれた時点では既に死亡していたことはほぼ確実である

などというものである。 

  Ｓ鑑定の要旨 

ア Ｓ鑑定は、コンピュータを用いたテキストデータの解析技術であるテ

キストマイニングの手法を用いて、Ｈ及びＩの各供述並びにＡの供述の特徴

を分析したものである。 

イ Ｓ鑑定は、Ｈ及びＩの各供述について、①両名の捜査段階の供述調書

を分析すると、両名は、Ｄを車の荷台に乗せて連れ帰り、家の土間に置いた

という共同行為について述べているにもかかわらず、Ｄが自分一人で歩いた

かどうかという点において明確な齟齬がある、②Ａ第１次再審請求における

Ｈの証人尋問調書を分析すると、Ｈは、Ｄを家に連れて帰った時の様々な出

来事を記憶しながら、同人を家に運び入れる行為の記憶だけが特に不明瞭と

なっており、この点において、事件から一定の年月が経過していることを考

慮しても、Ｈの供述調書との間には齟齬がある、③Ａ第１次再審請求におけ

るＩの証人尋問調書を分析すると、Ｉは、Ｄが家に入る前後の出来事につい

ての記憶のみが特に不明瞭になっており、この点において、事件から一定の

年月が経過していることを考慮しても、Ｉの供述調書との間には齟齬がある、

④これら３つの齟齬について、これらを是正し得るに足る特別の事情が認め

られない限り、論理的に整合性をもって説明することはできないなどという

ものである（Ｓ鑑定のうち、Ｈ及びＩの各供述の分析に係る部分を「Ｓ第１

鑑定」ともいう。）。 

ウ また、Ｓ鑑定は、Ａの供述について、同人の捜査段階の供述調書、確
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定審の公判調書及び被告人供述調書、Ａ第１次再審請求の請求人尋問調書を

分析すると、①ＡがＤに保険金を掛けたという行動につき、行動と理由に矛

盾・齟齬がない、②Ｉが、Ａと共にＤの様子を見に行きながら、Ｄ方に入ら

なかったという供述につき、矛盾・齟齬はない、③Ｄがどのようにして軽ト

ラックの荷台に乗ったかに関するＨのＡに対する説明につき、根源的な疑問

をもたらす矛盾・齟齬はないなどというものである（Ｓ鑑定のうち、Ａの供

述の分析に係る部分を「Ｓ第２鑑定」ともいう。）。 

 Ｑ・Ｒ鑑定の要旨 

ア Ｑ・Ｒ鑑定は、供述心理学の立場からスキーマ・アプローチの手法を

用い、Ｈ及びＩの各供述並びにＡの供述の特徴を分析したものである。 

イ Ｑ・Ｒ鑑定は、Ｈ及びＩの各供述について、「ＨとＩが救出現場に到

着し、その場所を去ってＤ宅に到着するまで」と「ＨとＩがＤ宅に到着し、

その場を去ってＨ宅に到着するまで」に関する供述をターゲット供述とした

上で、①Ａ第１次再審請求におけるＨ及びＩの各証人尋問調書を分析すると、

供述の全体的傾向として両名共にターゲット供述において供述への参加様式

が消極的なものになる傾向があり、情報付加あり供述（質問に含まれない新

情報を含む供述）の内容を検討しても、両名共に、Ｄと自身との間の何らか

の関係を説明する必要のある事項について供述が消極化している一方で、そ

れ以外の事項についてはある程度具体的で複雑な供述がされている、②Ｈ及

びＩの捜査段階における各供述調書を分析すると、ターゲット供述について

は、Ｄとの相互行為に関する供述が希薄であり、特に同人方に到着した後に

同人が一人で立ったり、玄関の中に入ったりした等の自発的行為をした場面

でも、同人との間の言語的な相互行為は一切供述されていない上、Ｉの供述

には変遷があり、ＨとＩの各供述の間には齟齬が見いだされる、③このよう

なＨ及びＩの各供述の特徴は、Ｄと直接的な接触のあった出来事に関する非

体験性兆候として捉えることができるなどというものである（Ｑ・Ｒ鑑定の
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うち、Ｈ及びＩの各供述に係る部分を「Ｑ・Ｒ第３鑑定」ともいう。）。 

ウ また、Ｑ・Ｒ鑑定は、Ａの供述について、Ａ第１次再審請求の請求人

尋問調書、確定審の被告人供述調書、捜査段階の供述調書を分析した結果と

して、昭和５４年１１月２４日付け警察官調書（Ａ第１次再審弁７８、弁１

６の２）においてのみ、同年１０月１２日夜のＤ方でのＡとＩの行為、同日

夜にＣ方を訪問したことにつき、他者の行為の不在と供述の変遷という非体

験性兆候が認められるが、その余の供述には注目すべき傾向は確認されず、

非体験性兆候も認められなかったというものである（Ｑ・Ｒ鑑定のうち、Ａ

の供述に係る部分を「Ｑ・Ｒ第４鑑定」ともいう。）。 

 ２ 原判断の要旨 

  原決定は、本件各再審請求を棄却したが、その判断の要旨は以下のよう

なものと解される。 

  各確定判決の事実認定の根拠 

  Ａに対する確定判決においては、関係証拠から、昭和５４年１０月１５

日（以下、特段の記載がない限り、月日の記載は昭和５４年のそれを示す。）

に発見されたＤの死体の状況等、事件直前のＤの状況等、実況見分時のＤ方

内部の状況等、Ｄ方周囲の状況等、Ａの事件直前の行動等及びＤの事件前の

行状等の客観的状況が認定され、これらから推認できる事実と、これらの事

実によって支えられ、かつ大筋において相互に整合する内容のＢ、Ｃ及びＦ

の各自白並びにＧの供述が相まって、犯行に至る経緯及び罪となるべき事実

が認定されたものと考えられる。また、Ｂに対する確定判決の認定事実及び

証拠の標目の記載等に照らせば、Ｂの確定審で取り調べられた証拠はＡの確

定審で取り調べられた証拠と実質的に共通していると推測されるから、Ｂに

対する確定判決の認定の根拠も同様であると解される。 

  証拠の新規性 

  証拠の新規性は、当該証拠が未だ裁判所の実質的な証拠価値の判断を経
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ていない場合に認められるところ、鑑定については、証拠資料としての意義、

内容において従前の鑑定と異なると認められるときは新規性が認められると

解するのが相当であり、Ｎ鑑定、Ｓ鑑定及びＱ・Ｒ鑑定はいずれも新規性を

認めることができる。 

  Ｎ鑑定の証明力について 

 ア Ｄが非閉塞性腸管虚血による広範な小腸の急性腸管壊死に陥ったとの

点について 

  Ｄの死体は、牛小屋の堆肥の中に全身が埋まった状態で発見され、Ｊ

旧鑑定によれば、外表上腐敗が著しく、腸管は著しく腐敗、膨隆していたこ

となどが指摘されているから、Ｄの腸管の外見上の色調や性状についても、

同人の死体の腐敗が進行していたことを念頭に置く必要がある。また、Ｊ教

授は実際にＤの死体に触れて解剖し、自らの視覚、触覚等を用いて写真には

写っていない各部位も含めて見分し、鑑定書を作成しているが、Ｎ教授は死

体を直接見分したものではなく、Ｄの腸管の一部のみが写った１枚の写真

（Ｊ旧鑑定添付の写真１０）から見て取れる色調や性状という限定的な情報

から推論を重ねて、非閉塞性腸管虚血による急性腸管壊死との結論を導いて

おり、判断の基礎となる情報に制約があることは否定し難い。そうすると、

Ｎ鑑定が、Ｄの解剖時に撮影された１枚の写真に写った腸管の外見上の色調

や性状を根拠に、Ｄの腸管の変色や膨隆が腐敗の影響であることを否定した

上で、腸管の壁内血腫等の存在を示すものとしている点はＪ旧鑑定の内容と

整合せず、１枚の写真から得た限定的な情報に基づく推論により非閉塞性腸

管虚血による急性腸管壊死と断定的に結論を導いている点においても推論の

妥当性に疑問がある。 

 また、Ｏ鑑定及びＰ第２鑑定によれば、小腸に壁内血腫が生じていた

場合には、色調、厚み等が健常部とは明らかに異なるから解剖において容易

に確認でき、解剖医がそのことを所見として鑑定書に記載しないことは考え
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難い旨指摘されているところ、Ｊ旧鑑定ではＤの腸管の性状につき腐敗、膨

隆という以上に特段の記載がないにもかかわらず、Ｎ鑑定が、腐敗の影響を

否定した上で、腸管虚血による出血性梗塞や腸管の壁内血腫の存在を示して

いるとする点は、実際に解剖をしたＪ教授の認識や判断と余りに隔たりが大

きく、無理な推論といわざるを得ない。 

 さらに、Ｎ鑑定が、写真に写ったＤの腸管の色調や性状と、広範な急

性腸管虚血の症例として医学教育関連のウェブサイトに掲載された写真とを

比較し、肉眼的な所見が驚くほど一致しているとする点も、そもそも腐敗の

進行した死体の腸管の色調や性状と生体のそれとを比較することの相当性も

明らかではなく、これらの写真の相同や類似をもって、Ｄが広範な急性腸管

壊死を来していたなどとはいえない。 

  加えて、Ｎ鑑定は、写真に写ったＤの腸管の色調や性状の変化の有無

・程度が部位により一様でないことを腐敗等の死後の変化でないことの根拠

として挙げているが、Ｐ第２鑑定では、腸管の腐敗による変色の進行は死体

が置かれた姿勢による死後の腸管での血液の分布、腸内細菌の状態等によっ

ても影響される旨指摘されており、Ｏ鑑定では、腐敗ガスの貯留による腸管

の膨隆も一律に生じるとは限らない旨指摘されていることからすれば、Ｄの

腸管の色調や性状の変化が部位により一様でないことも、これらの変化が腐

敗によることを否定するものとはいえない。 

 以上のことなどからすると、Ｎ鑑定において、Ｄの腸管の外見上の色

調や性状から小腸の広い範囲における出血性梗塞や腸管の壁内血腫の存在を

推論している点は採用できず、これらの存在を前提に、その原因を非閉塞性

腸管虚血による急性腸管壊死と判断している点についても、証明力を認める

ことはできない。 

イ Ｄが、顔面からの転落事故により頸椎の過伸展を生じ、これにより非

骨傷性頸髄損傷（低位頸髄損傷）による運動機能障害に陥っていたとの点に
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ついて 

 Ｊ旧鑑定には頸椎前面の組織間出血が著しかった旨の記載があること

などからすると、Ｎ鑑定のうち、Ｄの頸部に頸椎椎体前血腫が認められると

の部分はＪ旧鑑定に沿うものであり、このような頸椎椎体前血腫が頸椎の過

伸展により生じ得ることは十分に根拠のある機序といえる。また、Ｄは、１

０月１２日夜、住人らに発見される前に溝に転落していたことが考えられる

から、Ｄの頸椎の過伸展はこの溝への転落の際に生じた可能性があるといえ

る。そして、非骨傷性頸髄損傷は、頸椎の過伸展により頸髄が前後から圧迫

を受けることにより生じるとされているから、Ｄが溝に転落し、その際に頸

椎椎体前血腫を伴う程度の頸椎の過伸展が生じ、非骨傷性頸髄損傷を負った

可能性自体は否定されない。 

 もっとも、①Ｊ旧鑑定にはＤの頭部、顔面を含む体表に開放性損傷を

認めた記載等がないこと、②同鑑定ではＤの死体の両下肢の大腿伸側から屈

側にかけて全面的に皮下出血斑が認められる等の記載があるのに、Ｎ鑑定に

おいてこれらの出血の意味するところを適切に考慮していないことなどから

すると、Ｄの受傷機転としては、地面等に顔面から突っ込むような態様で転

落したという要因が一つの可能性として排除されないというにとどまる。 

 Ｊ旧鑑定には頸椎骨に骨折なしとの記載はあるものの、Ｊ教授は、頸

椎前面の血腫を取り除くなどして頸椎、頸髄の損傷の有無等を確認しておら

ず、Ｎ鑑定が資料とした解剖時の写真等からは頸髄損傷の存否や程度につい

て直接的に判断を行うことは困難である。また、Ｎ教授が援用する頸椎椎体

前血腫を認めた１０４の症例は、その母集団は外傷性頸髄損傷が疑われて入

院した症例であり、これらの症例に非骨傷性頸髄損傷による運動機能障害が

認められたからといって、頸椎椎体前血腫が生じている事例一般に必ず非骨

傷性頸髄損傷による運動機能障害を伴うとはいえない。さらに、Ｎ教授は、

Ｄが道路上で同じ姿勢のまま横たわっていたことなども、非骨傷性頸髄損傷
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による運動機能障害に陥っていた根拠として指摘するが、Ｄはその時点まで

に相当量の飲酒をしていたと考えても不自然ではないから、酩酊の影響によ

るものとしても十分に説明できる。 

 以上のことなどからすると、Ｎ鑑定のうち、Ｄが溝に転落し、その際

に頸椎椎体前血腫を伴う程度の頸椎の過伸展を生じ、これにより非骨傷性頸

髄損傷を負った可能性があることを指摘する限度では証明力を認めることが

できるが、転落の態様が地面等に顔面から突っ込むような態様以外には考え

難いとする点や、Ｄが運動機能障害に陥ったことが確実とする点、ひいては

胸郭（肋間筋）の運動麻痺により横隔膜運動に頼る腹式呼吸の状態になって

いたなどとする点は、的確な根拠を有さない。 

ウ 転落事故に起因する頸椎の過伸展により、Ｄの頸椎前縦靱帯は破断あ

るいはそれに近い状態となり、Ｈ及びＩに発見された時点で、Ｄの頸椎は外

力により通常の限度を超えた後屈、回旋／側屈を容易に来す不安定な状態に

あったとの点について 

 前記イ のとおり、Ｄが転落事故により頸椎椎体前血腫を伴う程度の

頸椎の過伸展を生じた可能性が否定されない以上、頸椎前方の頸椎前縦靭帯

にも何らかの損傷が生じていた可能性があり、頸椎椎体前血腫は解剖時の写

真からは厚みこそ判然としないものの、上下に長い範囲に及んでいることな

どからすれば、最大級のものといえるかはともかくとして、相応の大きさと

評価することができ、頸椎前縦靱帯の損傷の程度も、前記血腫の大きさに対

応する程度の重さであったとみることは可能である。 

 しかし、前記イ のとおり、Ｊ旧鑑定では血腫を取り除いた上での頸

椎前面の精査は行われておらず、頸椎前縦靱帯の損傷の有無、程度について

何ら言及はない。また、Ｎ鑑定は、医学論文（ペニング論文）における「ｅ

ｘｔｅｎｓｉｖｅ ａｎｔｅｒｉｏｒ ｌｉｇａｍｅｎｔｏｕｓ ｄａｍａ

ｇｅ」について「著しい前縦靭帯の損傷」と解釈しているが、「ｅｘｔｅｎ
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ｓｉｖｅ」を「著しい」と解釈した根拠につき首肯し得る説明がされている

とはいえず、同論文の記載を根拠として、頸椎前縦靭帯が破断あるいはそれ

に近い状態にあったことは確実であるとの推論には疑問がある。さらに、Ｄ

の死体の発見時の写真と３ＤＣＧ人体モデルを重ね合わせるなどして行われ

た分析・検討も、腐敗が進んだ死体では組織の軟化により生前の可動域を超

えて関節が動くことも考えられることなどに照らし、Ｄの頸椎が外力により

通常の限度を超えた後屈、回旋／側屈を容易に来す不安定な状態であったと

の結論を導けるとはいえない。 

 以上のことなどからすれば、頸椎の過伸展により、Ｄの頸椎前縦靭帯

に血腫の大きさに対応する程度の損傷が生じた可能性があるとしても、頸椎

前縦靭帯が破断あるいはそれに近い状態になっていたとはいえず、そうであ

る以上、同人の頸椎が外力により通常の限度を超えた後屈、回旋／側屈を容

易に来す不安定な状態にあったということも困難である。 

エ Ｈ及びＩが頸椎保護をしないまま救護したことにより、Ｄの不安定な

状態の頸椎に何度も繰り返し通常の限度を超えた後屈、回旋／側屈が生じた

結果、同人の頸髄損傷が悪化し、高位頸髄損傷が生じたとの点について 

 Ｈ及びＩの各供述によっても、Ｄを発見してから軽トラックの荷台に

乗せるまでの過程で、Ｄの頸椎に何らかの保護を行っていたことはうかがえ

ないから、仮に同人が非骨傷性頸髄損傷を負っていたとすれば、その症状が

悪化したという可能性自体は一般論として否定できず、高位頸髄損傷にまで

陥った可能性も排除されない。 

 しかし、既に指摘したとおり、Ｊ旧鑑定では頸髄の損傷の有無等は確

認されておらず、Ｄの頸髄損傷の存否は、それが生じた部位も含め、死体の

状況等に基づいて直接的に判断することは困難である。また、前記イ のと

おり、ＤがＨ及びＩに発見された時点で非骨傷性頸髄損傷に陥っていたこと

は確実な前提とはいえず、その可能性を肯定できるにとどまるし、前記ウ
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のとおり、Ｄの頸椎前縦靭帯が破断あるいはそれに近い状態になっていたと

はいえず、その頸椎が外力により通常の限度を超えた後屈、回旋／側屈を容

易に来す不安定な状態となっていたともいい難いから、Ｈ及びＩの行為によ

り非骨傷性頸髄損傷が悪化したというのも、高い蓋然性をもって推論できる

こととはいえず、あくまでもその可能性が否定されないというにとどまる。 

  以上のことなどからすれば、Ｈ及びＩがＤを発見してから軽トラック

の荷台に乗せるまでの過程で、同人の頸髄損傷が悪化し、高位頸髄損傷に陥

っていた可能性が極めて高いとはいえず、その可能性が完全には否定できな

いというにとどまる。 

オ Ｄの不安定な状態の頸椎に通常の限度を超えた回旋／側屈が生じた結

果、左椎骨動脈中枢部の損傷が生じたとの点について 

 前記のとおり、Ｄの頸椎前縦靭帯が破断あるいはそれに近い状態とな

っていたとはいえず、その頸椎が通常の限度を超えた後屈、回旋／側屈を容

易に来す不安定な状態にあったとはいい難い。また、Ｄの死体に認められる

左鎖骨上部の内出血につき、Ｊ旧鑑定は「左鎖骨直上の皮膚内面に、かなり

著しい皮下出血の痕跡を認める」としているところ、Ｊ旧鑑定では「組織間

出血」と「皮下出血」との表現が使い分けられていることからすれば、Ｊ旧

鑑定において「皮下出血」と記載されている左鎖骨上部の内出血は皮下の血

管が破綻して皮下組織内に出血した状態と考えるのが自然である。さらに、

仮に前記内出血が皮下組織よりも深い組織を出血源とするものであったとし

ても、Ｄのものと同様の内出血を認めた患者において左椎骨動脈中枢部の損

傷が認められたというＮ教授の経験した１症例をもって、Ｄについても左椎

骨動脈中枢部の損傷を生じていたと考えるのは論理の飛躍がある。 

 以上によれば、Ｎ鑑定のうち、Ｄの不安定な状態の頸椎に通常の限度

を超えた回旋／側屈が生じた結果、左頸椎動脈中枢部の損傷が生じたとの点

について証明力を認めることはできない。 
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 カ 小括 

  以上の検討によれば、Ｎ鑑定は、①Ｄが溝に転落し、その際に頸椎椎

体前血腫を伴う程度の頸椎の過伸展が生じて非骨傷性頸髄損傷を負った可能

性があること、②その際に頸椎前縦靭帯にも損傷が生じた可能性があり、仮

にＤが非骨傷性頸髄損傷を負ったとすれば、Ｈ及びＩがＤを発見してから軽

トラックの荷台に乗せるまでの過程で、その症状が悪化し、高位頸髄損傷に

まで陥った可能性も全く否定することまではできないとの限度で証明力を認

めることができるが、Ｎ鑑定によっても、Ｄが非骨傷性頸髄損傷により運動

機能障害に陥っていたことが確実であるとはいえず、前記の過程でその症状

を悪化させ高位頸髄損傷にまで陥ったことが高い蓋然性をもって推定される

とはいえない。 

 また、Ｎ鑑定のうち、Ｄが非閉塞性腸管虚血による広範な小腸の急性腸管

壊死に陥っていたとする部分や、同人の頸椎前縦靭帯は破断あるいはそれに

近い状態となり、その頸椎が通常の限度を超えた後屈、回旋／側屈を容易に

来す不安定な状態にあった結果、Ｈ及びＩの不適切な救護により左椎骨動脈

中枢部の損傷が生じたとする部分は採用できず、これらの部分を前提とする

推論も採用の限りではない。 

  以上によれば、Ｎ鑑定は、Ｄの死因や死亡時期を高い蓋然性をもって

推論するような決定的なものとはいえず、仮に同人が転落により非骨傷性頸

髄損傷を負っていたとすれば、Ｈ及びＩがＤを発見してから軽トラックの荷

台に乗せるまでの過程でその症状が悪化し、高位頸髄損傷により横隔膜運動

の麻痺や延髄の血流の低下による呼吸・循環中枢の機能不全に陥って、呼吸

停止を来した可能性があることは否定できないという限度で、その証明力を

認めるのが相当である。そこで、これが無罪を言い渡すべき明らかな証拠と

いえるか否かは、その立証命題に関連する他の証拠それぞれの証明力を踏ま

え、これと対比しながら検討することになる。 
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 Ｎ鑑定が旧証拠の証明力に及ぼす影響について 

ア Ｊ旧鑑定の証明力に及ぼす影響等について 

Ｎ鑑定は、Ｄの死因及び死亡時期につき高い蓋然性をもって推論するも

のではないが、同人がＨ及びＩにより軽トラックの荷台に乗せられるまでの

過程で高位頸髄損傷を負った可能性が完全には否定されないことを指摘し、

横隔膜運動の麻痺や呼吸・循環中枢の機能不全により呼吸停止を来した可能

性は否定できないという限度で証明力を有するから、仮に確定審に提出され

ていた場合には、Ｄの死因としてＪ旧鑑定が推定した可能性とは別の可能性

も否定できないことを指摘する証拠として位置づけられ、こうした意味でＪ

旧鑑定の証明力を減殺することになる。もっとも、Ｊ旧鑑定は、それ単独で

は死因を積極的に推認しうるような証明力を有しておらず、各確定判決は、

客観的状況から推認できる事実や、Ｄの頸部をタオルで絞めて殺した旨のＢ

及びＣの各自白と併せて、Ｄの死因を頸部圧迫による窒息死と認定したもの

と考えられるから、Ｎ鑑定によってＪ旧鑑定の証明力が減殺されたとしても、

直ちに各確定判決における頸部圧迫による窒息死との認定に合理的疑いを生

じさせるとはいえない。 

イ Ｂ及びＣの各自白の信用性に及ぼす影響等について  

前記のとおり、Ｎ鑑定は、Ｄの死因及び死亡時期につき高い蓋然性をも

って推論するものではなく、各確定判決における頸部圧迫による窒息死との

認定に直ちに合理的疑いを生じさせるものではないから、Ｂ及びＣの各自白

の信用性を直ちに減殺する証拠とはいえない。そして、Ｂ及びＣの各自白の

信用性は、Ｊ旧鑑定によってのみ裏付けられているのではなく、前記客観的

状況から推認できる事実によっても支えられているから、Ｂ及びＣの各自白

の信用性、更にはこれらと整合するＦの自白及びＧの供述の信用性が、Ｎ鑑

定によって減殺されるか否かを検討するにあたっては、これらの自白の信用

性を支えている事実関係の基礎となる証拠の信用性が減殺されるか否かにつ
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いても検討することが必要になる。 

ウ Ｈ及びＩの各供述の信用性に及ぼす影響について 

 Ｈ及びＩの各供述は、Ｈ及びＩがＤを生きている状態で同人方まで届

けたことが前提となっているところ、Ｎ鑑定は、前記のとおり、Ｄの死亡時

期につき高い蓋然性をもって推論するものではないから、同人方到着時に同

人が生きていたことを前提とするＨ及びＩの各供述の信用性を直ちに減殺す

るとはいえない。しかし、これが確定審において仮に提出されていたとすれ

ば、ＤがＨ及びＩにより軽トラックの荷台に乗せられた後に呼吸停止を来し

た可能性を否定できない証拠となるから、Ｈ及びＩの各供述のうち、荷台か

ら降ろされたＤが、Ｈ又はＩの手助けを受けながらも、一人で立ち、Ｄ方玄

関まで歩いて入って行った旨をいう部分は、虚偽を述べている可能性が高い

ということになり、これらを前提として同人を土間に置いた旨説明する部分

も直ちには信用し難いことになるので、こうした観点から検討を行う必要が

ある。 

 確かに、Ｈ及びＩがＤ方に到着した時点で同人が死亡していることに

気づいて動揺し、とっさに同人の死体を牛小屋の堆肥中に遺棄したのであれ

ば、このことを隠蔽するため、Ｄは同人方に届けた時点では生きていた旨虚

偽の供述をする動機がある。 

しかし、Ｈ及びＩがＤの死体を牛小屋の堆肥中に遺棄したという可能性

はおよそ考え難い。 

ａ Ｈ及びＩは、Ｄが道路脇で寝ていることを知らされ、酔っ払っている

と思い、同人を自宅まで届けようとしてＡに電話連絡した上で行動しており、

何ら責められるような立場にあるとはいえず、頸椎保護に意を払わずにＤを

荷台に乗せたからといって、そのことを責任を追及され得る負い目と捉える

ことも考え難い。したがって、Ｈ及びＩとしてはＤの状態をＢらに知らせる

などすれば足り、Ｄの死体を遺棄するという犯罪行為に及ぶというのは余り
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に不自然である。 

ｂ また、仮にＨ及びＩがＤの死体を牛小屋の堆肥中に遺棄したとすれば、

Ｈ及びＩがＤ方に到着した後、同人方を後にしてＨ方に到着した間の約３０

分間ということになるが、３０分程度でＤを埋めることを謀議し、２人で約

７０ｋｇあるＤを堆肥置場まで運び、堆肥を掘り、その中に同人を埋没させ

るなどしてＨ方に移動するというのは非常に困難である上、隣接するＢらに

気づかれる危険もあることなどからすると、そのような危険を冒して牛小屋

の堆肥置場を死体遺棄の場所に選択するのも極めて不自然である。 

ｃ さらに、Ｄ方の中六畳間に敷かれていたとされるカーペットについて、

何者かが付着した糞便等をふき取った上、屋外に搬出した可能性がうかがわ

れるが、Ｈ及びＩがＤを荷台から降ろして牛小屋に運んだとすれば、上記の

ような行為をした者が誰であるのかという説明が困難になる。 

ｄ 加えて、Ｈの１１月２９日付け警察官調書（確定審検８１、Ａ第１次

再審弁９２）等の関係証拠によれば、Ｈが、Ｄの葬式の後である１０月１７

日夜、同人の親族が集まっていたＢ方に立ち寄り、「Ｄ、わいも３日間苦し

かったろう、おいも３日間風呂に入らずきばった。すまんかった、何とか言

ってくれ。」という趣旨のことを涙を流しながら言ったことが認められると

ころ、Ｈとしては、Ｄが死体となって堆肥に埋まった状態で発見された事態

を避けるために他に取りえた行動があったのではないかなどと思い、「すま

んかった」などと口にしたとしても不自然とはいえない。「わいも３日間苦

しかったろう」との点は、Ｈが、Ｄの死体が１０月１５日に堆肥から発見さ

れた事実から、同人を送り届けた同月１２日夜から約３日間にわたり同人が

堆肥に埋められていたと考えたゆえの発言と理解するのが自然であるし、

「おいも３日間風呂に入らずきばった」といった点も、Ｄが行方不明である

ことを知った１０月１４日以降の約３日間にわたり、同人の捜索や警察の事

情聴取などで多忙であったことを受けた発言と考える余地もあるから、Ｈの
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言動は同人が死体発見前からＤが堆肥に埋まっていたことを知っていたこと

をうかがわせるものとはいえない。 

 翻って、Ｈ及びＩの各供述を見ると、地域の住人からの知らせを受け、

道路上に横たわっていたＤのもとに軽トラックに乗って向かい、同人を軽ト

ラックの荷台に乗せて同人方まで届け、生きている状態の同人を土間に置い

たまま立ち去ったというものであり、この限度では相互に合致しており、客

観的状況からの推認と矛盾する点も見当たらない。また、このようなＨ及び

Ｉの行動は、近隣に住むＤを慮った、ごく自然な行動ということができる。

Ｈ及びＩの各供述は、上記の限度で十分に信用性が高く、以下のとおり、弁

護人が指摘する諸点も、Ｈ及びＩの各供述の信用性を揺るがす事情とはいえ

ない。 

ａ Ｈ及びＩの各供述は、Ｄが荷台から降ろされ同人方に入る際の状況の

ほか、同人方に到着した後の軽トラックの向き、同人の牛に草や水をやるた

めに牛小屋に行ったのが同人を荷台から降ろすより前か後か等につき、食い

違いが見られる。 

しかし、Ｄが荷台から降ろされ同人方に入る際の状況についての両名の

供述は、手助けの程度、態様はともかく、Ｄが荷台から降ろされた後に一人

で立てたという点では合致している。また、Ｄが荷台から降ろされる際やそ

の後にどの程度の手助けを受けたかについての相違は、各人とＤの位置関係

の違いや、同人に対する手助けを積極的に行ったＨが具体的な供述となり、

比較的消極的であったＩが粗略なものにとどまったということで説明し得る。

さらに、軽トラックの向きや牛小屋に行ったタイミングについては周辺的な

事情というべきであり、これらの点につき食い違いがあったからといって核

心部分の信用性が揺らぐものではない。 

 ｂ Ｈの供述に関し、①弁護人は、１０月１５日の警察官の取調べではＤ

が発見時も同人方への到着後も一人では立つことはできなかった旨供述して
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いたのに、同月１６日以降はかろうじてであれ一人で立って歩くこともでき

た旨供述しており、変遷があると主張する。しかし、１０月１５日付け警察

官調書（確定審検７６）と同月１６日付け警察官調書（確定審検７８、弁１

４の５）を比較すると、同月１６日付け警察官調書においてＤの状況等につ

いて調書上で詳細で具体的な記載がされているから、弁護人が主張する変遷

はそのことが反映されたものと見ることができる。また、この２つの警察官

調書は、Ｄの発見時の状況については同人が一人で立てずに手助けにより何

とか立ち上がった旨いう点では整合的なものであるし、Ｄ方に到着した状況

については同人はＨらの手助けを借りなければ軽トラックの荷台から降りる

こともＤ方に入ることもできなかったものとして同じ趣旨を述べたものと理

解できる。②また、弁護人は、Ｄをどこから運び入れたかについて、１０月

１５日付け警察官調書では玄関からと述べていたが、１０月１６日付け警察

官調書では玄関横の勝手口からと述べ、その後はまた玄関から入ったと供述

を訂正しているが、実際に体験した者の供述であればこのようなことはあり

得ないと主張する。しかし、１０月１６日付け警察官調書のみが玄関横の勝

手口から入ったとなっているのは、取り調べにおけるＨと警察官との単純な

認識の齟齬が見過ごされたまま調書が作成されたことなどに由来すると考え

ることも可能であり、体験した者の供述を否定するような不自然な事情とは

いえない。 

 ｃ Ｉの供述に関し、①弁護人は、Ｄ方に到着した後の状況について、当

初の警察官の取調べでは牛小屋にはＨのみが行ったと供述していたが、１０

月２９日の検察官による取調べで初めて自分も牛小屋に行ったことを供述し

ており、警察官の取調べでは牛小屋に行ったことを故意に隠していたと主張

する。しかし、Ｉが当初は自分も牛小屋に行ったことを供述していないから

といって、そのことを故意に隠したと断定するのは無理がある。②また、弁

護人は、Ｈ方からＩと共に帰宅する途中で、ＡがＤ方に立ち寄った際の状況
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について、当初はＡに懐中電灯を渡したとの虚偽の供述をし、その後もＤの

様子を見に行こうとせず、所持していた懐中電灯をＡに渡さず、足元を照ら

すこともしなかった旨供述しているのは不可解であると主張する。しかし、

懐中電灯を渡したか否かについては当初の記憶違いを訂正したに過ぎないと

理解できる上、ＩとしてはＤを同人方に送り届けて間もない時点であったか

ら、同人の様子を確認するまでもないと考えても不自然ではないし、懐中電

灯で照らさなかった点も、同人の飲酒した際の行状等を知っていたＩにおい

て、Ａに灯りを当てるとＤが気付いて文句を言うのではないかと思ったとい

う説明は不合理とはいえない。 

 ｄ 弁護人は、Ｈ及びＩが、Ｄ方を出た後、Ｂ方に立ち寄るなどしてＡら

にＤを運んできたことを知らせもせずにＨ方に向かい、同人方でＡと話をし

た際にも、Ｄをどのような状況で置いてきたかなどを伝えておらず、不自然

であると主張する。しかし、Ｈは、事前にＡにＤを迎えに行くと説明してい

るから、同人を運んできた後、重ねて知らせなかったとしても不自然ではな

いし、Ｈ方でＡに対し、Ｄが全身びしょ濡れで下半身裸であったことなどを

説明しており、それ以上の置いてきた状況を説明しなかったからといって不

自然とはいえない。 

 ｅ 以上のとおり、関係証拠から認められる事実関係等に照らすと、Ｈ及

びＩが、真実はＤ方に到着した時点において同人が死亡し又は瀕死の状態と

なっていたのにそれを隠蔽して虚偽の供述をしている可能性は想定し難く、

Ｈ及びＩの各供述の信用性は揺るがない。そうすると、ＤがＨ及びＩにより

荷台に乗せられた後に呼吸停止を来していた可能性が否定できない旨指摘す

るＮ鑑定の存在を踏まえても、Ｈ及びＩの、生きている状態のＤを土間にお

いて立ち去った旨の各供述は十分信用でき、Ｎ鑑定は、Ｈ及びＩの各供述の

信用性を減殺するものとはいえない。 

 まとめ 
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以上によれば、Ｎ鑑定は、Ｄの死因としてＪ旧鑑定が推定する可能性と

は別の可能性も否定できないことを指摘するという意味において、Ｊ旧鑑定

の証明力を減殺する証拠といえるものの、Ｊ旧鑑定がＤの死因の認定に関し

て有する証明力は限定的であり、Ｎ鑑定により各確定判決における頸部圧迫

による窒息死との認定に合理的疑いが生じるとはいえない。また、Ｎ鑑定は、

Ｈ及びＩの各供述の信用性を減殺するものとはいえず、これが確定審におい

て提出されたとしても、Ｈ及びＩが道路上に横たわっていたＤを軽トラック

の荷台に乗せて同人方まで届け、生きている状態の同人を土間に置いて立ち

去ったとの事実認定は揺るがない。さらに、Ｎ鑑定は、各確定判決が有罪認

定の前提にしたと考えられるその余の事実関係等の基礎となる証拠の証明力

を減殺する性質のものとはいえない。そうすると、Ｎ鑑定は、前記の客観的

状況からの事実の推認に影響を及ぼすとはいえないから、これによって支え

られているＢ、Ｃ及びＦの各自白並びにＧの供述の信用性を減殺するものと

はいえない。 

 Ｓ鑑定の証明力等について 

ア Ｓ鑑定は、分析の対象とした各人の供述に現れる語句や概念の頻度等

に着目してその供述の特徴を分析するものであるが、その検討の過程におい

て、他の関係証拠の内容や、供述自体には現れない外在的事情等を考慮に入

れてはいない。そうすると、Ｓ鑑定は、裁判所がＳ鑑定の指摘する特徴も踏

まえて供述の信用性を適切に判断するための視点を提供する役割を有するに

とどまり、その証明力が肯定されたとしても、分析の対象とされた供述の信

用性を直ちに減殺又は増強するものとはいえない。Ｓ教授自身も、分析対象

とした供述につき、テキスト上、齟齬がある、変遷がある又は矛盾があると

いうことは判断できるが、それが実世界で何を意味するのかというのはテキ

スト分析の範囲を超えている旨証言している（Ｓ教授の原審証言１２９ない

し１３１）。このような鑑定としての性質等に照らすと、Ｓ鑑定が有する証
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明力は、そもそも限定的といわざるを得ない。 

イ Ａに対する確定判決の証拠の標目には、Ａの公判供述は挙示されてお

らず、Ａの検察官及び司法警察員に対する各供述調書についても、判示事実

認定に反する部分を除く旨記載されており、Ｂに対する確定判決も同趣旨で

あると解される。また、Ａ第１次再審請求における請求人尋問調書は、確定

審では取り調べられていない。したがって、Ａの前記各供述や前記請求人尋

問調書を分析の対象とするＳ第２鑑定の分析、評価が各確定判決において有

罪判決の基礎とされた旧証拠の証明力に及ぼす影響はそもそも想定し難い。 

ウ Ｓ第１鑑定は、Ｈの証人尋問調書につき、Ｄを「土間（に）置く」行

為のみに関して、質問に対する沈黙や言いよどみが多数回発生していること

を指摘するが、証人尋問において、証人が質問に対して言いよどみあるいは

沈黙する等しても、その理由は必ずしも質問された事項に関する記憶が不明

瞭であるからとはいえないから、これを質問された事項に係る記憶の不明瞭

さの現れとすることには推論に飛躍があるといえる。また、「土間（に）置

く」行為に関して沈黙や言いよどみが多くみられたとしても、その意味する

ところを評価するに当たっては、証人尋問においては質問者が重要と考える

特定の事項について集中的に質問がされる傾向があるから、同行為に関して

どの程度集中的に質問がなされたかなどを考慮する必要があるといえるが、

Ｓ第１鑑定ではそのような考慮が十分にされたことはうかがえない。そして、

同様のことはＩの証人尋問調書の分析においても当てはまる。 

エ 以上のことなどからすれば、Ｓ鑑定のうち、Ｓ第２鑑定はおよそ有罪

認定の基礎とされた旧証拠の証明力を減殺するものとはいえない。また、Ｓ

第１鑑定についても、Ｈ及びＩの各供述を含む旧証拠の証明力を減殺するも

のとはいえない。 

  Ｑ・Ｒ鑑定の証明力等について 

ア Ｑ・Ｒ鑑定が用いたスキーマ・アプローチの手法は、分析対象とした
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各人の供述に現れる、供述者特有の体験語りの様式に着目して、その供述の

特徴を分析するものであるが、Ｑ・Ｒ鑑定は、その検討過程において、他の

関係証拠の内容や、供述自体には現れない外在的事情等を考慮に入れてはお

らず、裁判所に対し、同鑑定の指摘する点も踏まえて供述の信用性判断を適

切に行うよう促す役割を有するものにとどまるといえ、同鑑定自体も、スキ

ーマ・アプローチによる分析は、供述の虚偽性等を最終的に判断するもので

はなく、裁判所による供述の信用性に関する総合的判断をサポートする役目

を果たすものである旨言及している。そうすると、Ｑ・Ｒ鑑定は、その証明

力が肯定されたとしても、分析の対象とされた供述の信用性を直ちに減殺又

は増強するものとはいえず、その証明力はそもそも限定的なものといわざる

を得ない。 

イ Ｑ・Ｒ鑑定は、スキーマ・アプローチの手法に適するとされる供述の

逐語記録である証人尋問調書を対象とした分析を補充するものとして、捜査

段階の供述調書についても分析の対象とされている。しかし、捜査段階の取

調べにおいては、その目的等に応じ、供述者から聴取する事項が取捨選択さ

れ、聴取された事項がすべて供述調書に記載されているとは限らず、記載さ

れたとしても適宜要約されることもあるところ、Ｑ・Ｒ鑑定は、供述調書を

も対象として分析を行うに際し、このような供述調書の作成過程や特性を適

切に考慮しているとはいい難い。 

ウ Ｑ・Ｒ第３鑑定が分析したＨ及びＩの各供述のうち、Ａ第１次再審請

求における各証人尋問調書は、各確定審では取り調べられていないから、仮

にＱ・Ｒ第３鑑定の証明力が肯定されたとしても、同鑑定のうち専ら各証人

尋問調書に係る供述について論じる部分は、各確定判決の事実認定に影響を

及ぼすものとはいえない。 

 また、Ａ第１次再審請求における請求人尋問調書やＡの捜査段階の供述

調書等を分析の対象とするＱ・Ｒ第４鑑定の分析・評価は、Ｓ第２鑑定に関
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して述べたと同様の理由（前記 イ）から、各確定判決の有罪認定の基礎と

された旧証拠の証明力に影響を及ぼすことはそもそも想定し難い。 

エ Ｑ・Ｒ第３鑑定は、非体験性兆候と捉える具体的な基準や枠組みが不

明であるし、非体験性兆候と捉え得る供述の特徴を抽出する過程において、

分析者の主観・恣意等をどのように排除しているか明らかではない。また、

Ｈ及びＩに発見された際やＤ方に到着した後の同人の状態を見ると、同人に

みるべき能動的行為がなかったのは当然のことであり、Ｈ及びＩにおいて、

このような状態のＤに対し、相互作用が生じるような言語的、身体的な働き

かけをしなかったというのも不自然とはいえない。 

オ 以上のことなどからすれば、Ｑ・Ｒ鑑定のうち、Ｑ・Ｒ第４鑑定につ

いてはおよそ有罪認定の基礎とされた旧証拠の証明力を減殺するものとはい

えない。Ｑ・Ｒ第３鑑定についても、Ｈ及びＩの各供述を含む旧証拠の証明

力を減殺するものとはいえない。 

  結論 

Ｎ鑑定・Ｓ鑑定及びＱ・Ｒ鑑定について、それぞれの証明力及び旧証拠

の証明力に及ぼす影響は前記のとおりであり、これらの検討に照らせば、Ｎ

鑑定、Ｓ鑑定及びＱ・Ｒ鑑定の内容を総合して考慮したとしても、Ｈ及びＩ

の各供述の信用性が減殺されるとはいえず、Ｂ、Ｃ及びＦの各自白並びにＧ

の供述の信用性を支えている客観的状況から推認できる事実は左右されない。

そうすると、Ｎ鑑定がＪ旧鑑定の証明力に及ぼす影響を踏まえても、これら

の事実によって支えられ、かつ大筋において相互に整合するＢ、Ｃ及びＦの

各供述並びにＧの供述の信用性が減殺されるともいえない。したがって、Ｎ

鑑定、Ｓ鑑定及びＱ・Ｒ鑑定は、その内容を総合して考慮しても、客観的状

況から推認できる事実とＢ、Ｃ及びＦの各自白並びにＧの供述が相まって罪

となるべき事実等が認定されている各確定判決の判断に動揺を生じさせると

はいえない。 
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第５ 当裁判所の判断 

 １ 原決定は、新証拠であるＮ鑑定、Ｓ鑑定及びＱ・Ｒ鑑定について、①

Ｓ鑑定及びＱ・Ｒ鑑定はＨ及びＩの各供述の証明力を減殺するとはいえない、

②Ｎ鑑定は、 Ｊ旧鑑定の証明力を減殺するものの、Ｊ旧鑑定の証明力は限

定的なもので、各確定判決の有罪認定において重要なものとはいえない、

Ｈ及びＩの各供述の証明力、Ｂ、Ｃ及びＦの各自白並びにＧの供述の証明力

を減殺するものではないから、各確定判決における事実認定に合理的な疑い

を抱かせ、その認定を覆すに足りる蓋然性のある証拠ではないと判断してい

るが、この原決定の判断は、論理則、経験則等に照らしておおむね不合理な

ところはなく、当裁判所としても是認することができる。以下、各確定判決

の認定の主たる根拠を示した上で、Ｓ鑑定、Ｑ・Ｒ鑑定、Ｎ鑑定の順で、所

論を踏まえて補足して説明する。 

 ２ 各確定判決の事実認定の主たる根拠について 

  確定記録等によれば、Ａに対する確定判決の認定の主たる根拠は、以下

の 及び のようなものであり、 の客観的状況から推認できる事実とＢ、

Ｃ及びＦの各自白並びにＧの目撃供述が相まって犯行に至る経緯及び罪とな

るべき事実が認定されていると解される。また、Ｂに対する確定判決の認定

事実及び証拠の標目の記載などに照らせば、Ｂの確定審で取り調べられた証

拠はＡの確定審で取り調べられた証拠と実質的に共通していると推測される

から、Ｂに対する確定判決の認定の主たる根拠も同様であると解される。 

  関係証拠から認められる客観的状況としては以下のものがある。 

 ア １０月１５日昼過ぎ頃、Ｄ方牛小屋の堆肥置場において、堆肥に完全

に埋没した状態で同人の死体が発見された。 

 イ Ｊ旧鑑定の結果、Ｄの両肺の気管支内腔に堆肥の粉末等が侵入したよ

うに見受けられないとされ、堆肥に埋没した状態で死亡したものではないと

推測された。 
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 ウ Ｄは、同月１２日、酒を飲んで外を出歩き、夜になって道路脇の溝付

近に倒れているのを地域の住人に発見されている。 

 エ Ｄ方は、Ｂ方及びＣ方に隣接しており、これらの敷地はそれぞれ周囲

を崖や林に囲まれていることなどから、夜間、Ｄ方敷地内に立ち入る者とし

て、同人方、Ｂ方及びＣ方の居住者か、これらの居宅への来訪者以外は現実

的には想定し難い。 

オ Ｄ方には物色された形跡がなかった。 

カ ＡとＤの間には確執があり、Ａ、Ｂ及びＣは日頃からＤの存在を快く

思っていなかった。 

キ 各確定判決において証拠の標目に掲げられたＪ旧鑑定は、Ｄの死体は

腐敗が著しく、頸部等に外力が作用した痕跡の他に著しい所見を認めないの

で窒息死を推定するほかないなどというものにすぎず、死因を断定するもの

ではなかった。 

 Ｂ、Ｃ及びＦの各自白並びにＧの目撃供述が存在し、これらが大筋で

整合している。 

 また、Ｈ及びＩは、溝付近で倒れていたＤを軽トラックの荷台に乗せて、

同人方に連れ帰り、生きている状態の同人を土間に置いて立ち去ったという

旨の一致した供述をしており、 の客観的状況からの推認やＢ、Ｃ及びＦの

各自白並びにＧの目撃供述の信用性を判断するに当たっての前提となってい

る。 

３ Ｓ鑑定の証明力について 

 原決定は、Ｓ鑑定はその立証命題と関連するＨ及びＩの各供述の証明

力を減殺するものではないと判断したが、この原決定の判断は、論理則、経

験則等に照らしておおむね不合理なところはなく、当裁判所としても是認す

ることができる。 

 所論は、①原決定は、Ｓ鑑定が他の関係証拠の内容や、供述自体には
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現れない外在的事情等を考慮に入れていないことを、Ｓ鑑定の評価を低める

要素としているが、テキストマイニングによる鑑定で、そのようなことを考

慮に入れたとすれば、第三者による検証が不可能な主観的なものになり、科

学的鑑定ではなくなるから、原決定は科学的鑑定の意義を正解しておらず、

不当である、②原決定は、Ａの捜査段階の供述調書、確定審の公判調書及び

被告人供述調書に関するＳ第２鑑定について、各確定判決はＡの供述を有罪

認定の基礎としておらず、旧証拠とはいえないから、Ａの供述の信用性に関

するＳ第２鑑定が旧証拠の証明力に影響を及ぼすことは想定し難い旨判示し

ているところ、Ａは、捜査段階から一貫してＩと共に帰宅する途中にＤ方を

覗いた際、Ｄが土間に座り込んでいなかったと供述しているが、この供述は、

Ａが、Ｄ方を覗いた際、土間に座り込んでいるＤを見て同人の殺害を決意し

た旨の確定判決の認定事実と矛盾しており、確定審の認定事実はＨ及びＩが

酔った状態のＤを土間に置いたという供述の信用性を認め、この供述を前提

としていることからも明らかなように、Ａの供述の信用性とＨ及びＩの各供

述の信用性とは表裏一体の関係にあり、Ａの供述の信用性が高まることはＨ

及びＩの各供述の信用性を減殺することになるから、原決定の判断には誤り

がある、③Ｓ第１鑑定とＱ・Ｒ第３鑑定は、独立した、異なった方法で、Ｄ

方到着後のＨ及びＩの各供述の信用性には疑問があるという結論を導き出し

たもので、相互に科学的証拠としての精度を高め合っている上、Ｄが同人方

に到着した時点で既に死亡していた可能性があるというＮ鑑定と相互に補強

し合う関係にあるから、Ｈ及びＩの各供述の信用性の吟味は、Ｎ鑑定、Ｓ第

１鑑定及びＱ・Ｒ第３鑑定による証明力の減殺を前提に、新旧全証拠による

総合評価としてなされなくてはならないのに、原決定は、Ｎ鑑定との関係で

のみ検討して、生きていたＤを土間に放置して退出したというＨ及びＩの各

供述の信用性に疑問はないと結論づけてしまい、Ｓ第１鑑定との関係では、

具体的に検討することなく、Ｈ及びＩの各供述の証明力を減殺しないとして
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おり、このような原決定の判断は方法論的に誤っているなどと主張する。 

 しかし、①の点は、供述の信用性を判断するためには、他の関係証拠

の内容や、供述自体に現れない外在的事情等も考慮に入れる必要があること

は明らかであるところ、テキストマイニングによる鑑定はこれらを考慮に入

れていないのであるから、Ｓ鑑定は供述のテキストデータとしての特徴を指

摘し、裁判所がそうした特徴をも踏まえて供述の信用性を適切に判断するた

めの視点を提供する役割を有するにとどまり、その証明力が肯定されたとし

ても、対象とされた供述の信用性を直ちに減殺又は増強するものとはいえな

いとした原決定の判断に誤りはない。②の点は、確かに、Ｈ及びＩが酔った

状態のＤを土間に置いたのであれば、その後にＡがＤ方を覗いた際、Ｄは土

間にいたはずであるから（確定審の認定においてＤは泥酔状態にあったから、

一旦土間から移動し、再び土間に戻ってくるということは考え難い。）、Ａ

の供述とＨ及びＩの各供述は整合せず、Ａの供述の信用性が高まることはＨ

及びＩの各供述の信用性を減殺するという関係にあるといえることからする

と、Ａの供述が確定判決の有罪認定の根拠となっていないという理由で、Ｓ

第２鑑定が旧証拠の証明力に影響しないとした原決定の説示は適切とはいい

難い。しかし、既に述べたように、Ｓ第２鑑定を含むＳ鑑定の性質からすれ

ば、同鑑定は分析の対象とした供述の信用性を適切に判断するための視点を

提供する役割を有するにとどまり、Ａの供述の信用性を直ちに増強したりす

るものとはいえないから、Ｓ第２鑑定が旧証拠の証明力に影響を及ぼさない

旨の原決定は結論において誤りはない。③の点は、原決定は、Ｓ第１鑑定を

含むＳ鑑定の性質、手法等がもつ問題点を具体的に指摘して十分検討した上

で、Ｓ鑑定はＨ及びＩの各供述の証明力を減殺するものではないとの結論を

導いており、この原決定の判断に誤りはない。また、Ｓ鑑定が弾劾の対象で

あるＨ及びＩの各供述の証明力を減殺していないのであるから、総合評価の

対象としなかった点でも原決定の判断に誤りはない。 
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 その他にも、所論は種々主張するが、これらの主張を踏まえて検討して

も、Ｓ鑑定がＨ及びＩの各供述の証明力を減殺しないとした原決定の判断に

影響を及ぼすものではない。 

 所論は採用できない。 

４ Ｑ・Ｒ鑑定の証明力について 

 原決定は、Ｑ・Ｒ鑑定はその立証命題と関連するＨ及びＩの各供述の

証明力を減殺するものではないと判断したが、この原決定の判断は論理則、

経験則等に照らしておおむね不合理なところはなく、当裁判所としても是認

することができる。 

 所論は、①原決定は、Ｑ・Ｒ鑑定が他の関係証拠の内容や、供述自体

には現れない外在的事情等を考慮に入れていないことを、Ｑ・Ｒ鑑定の評価

を低める要素としているが、スキーマ・アプローチによる鑑定が、主観的な

解釈を伴う物語を対象にするのではなく、主観的な解釈を離れて言葉のみを

対象としているからこそ鑑定の名に値するのであって、原決定は鑑定の意義

を正解しないものである、②原決定は、Ａの捜査段階の供述調書、確定審の

公判調書及び被告人供述調書に関するＱ・Ｒ第４鑑定について、各確定判決

はＡの供述を有罪認定の基礎としておらず、旧証拠とはいえないから、Ａの

供述の信用性に関するＱ・Ｒ第４鑑定が旧証拠の証明力に影響を及ぼすこと

は想定し難い旨判示しているところ、Ａは、捜査段階から一貫してＩと共に

帰宅する途中にＤ方を覗いた際、Ｄが土間に座り込んでいなかったと供述し

ているが、この供述は、Ａが、Ｄ方を覗いた際、土間に座り込んでいるＤを

見て同人の殺害を決意した旨の確定判決の認定事実と矛盾しており、確定審

の認定事実はＨ及びＩが酔った状態のＤを土間に置いたという供述の信用性

を認め、この供述を前提としていることからも明らかなように、Ａの供述の

信用性とＨ及びＩの各供述の信用性とは表裏一体の関係にあり、Ａの供述の

信用性が高まることはＨ及びＩの各供述の信用性を減殺することになるから、
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原決定の判断には誤りがある、③原決定は、Ｑ・Ｒ第３鑑定が分析対象とし

たＨ及びＩの各供述のうち、Ａ第１次再審請求における各証人尋問調書は各

確定審では取り調べられていないから、仮にＱ・Ｒ第３鑑定の証明力が肯定

されたとしても、専ら同各証人尋問調書に係る供述について論じる部分は、

各確定判決の事実認定に影響を及ぼさないと説示するが、 同様にＡ第１次

再審請求におけるＨ及びＩの各証人尋問調書を対象としたＳ第１鑑定につい

てはそのような説示はないから、原決定の判断には明らかな齟齬がある、

Ｈ及びＩの捜査段階の各供述調書は、確定審において同意証拠として取り調

べられた旧証拠であるから、その信用性を判断するために、Ｈ及びＩのＡ第

１次再審請求における各証人尋問調書を用いることは当然である、④Ｑ・Ｒ

第３鑑定とＳ第１鑑定は、独立した、異なった方法で、Ｄ方到着後のＨ及び

Ｉの各供述の信用性には疑問があるという結論を導き出したもので、相互に

科学的証拠としての精度を高め合っている上、Ｄが同人方に到着した時点で

既に死亡していた可能性があるというＮ鑑定と相互に補強し合う関係にある

から、Ｈ及びＩの各供述の信用性の吟味は、Ｎ鑑定、Ｓ第１鑑定及びＱ・Ｒ

第３鑑定による証明力の減殺を前提に、新旧全証拠による総合評価としてな

されなくてはならないのに、原決定は、Ｎ鑑定との関係でのみ検討して、生

きていたＤを土間に放置して退出したというＨ及びＩの各供述の信用性に疑

問はないと結論づけてしまい、Ｑ・Ｒ第３鑑定との関係では、具体的に検討

することなく、Ｈ及びＩの各供述の証明力を減殺しないとしており、このよ

うな原決定の判断は方法論的に誤っている、などと主張する。 

 しかし、①の点は、供述の信用性を判断するためには、他の関係証拠

の内容や、供述自体に現れない外在的事情等も考慮に入れる必要があること

は明らかであるところ、スキーマ・アプローチによる鑑定はこれらを考慮に

入れていないのであるから、Ｑ・Ｒ鑑定は、裁判所に対し、同鑑定の指摘す

る点も踏まえて供述の信用性判断を適切に行うよう促す役割を有するにとど
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まり、その証明力が肯定されたとしても、分析の対象とされた供述の信用性

を直ちに減殺又は増強するものとはいえないとした原決定の判断に誤りはな

い。②の点は、確かに、Ｈ及びＩが酔った状態のＤを土間に置いたのであれ

ば、その後にＡがＤ方を覗いた際、Ｄは土間にいたはずであるから（確定審

の認定においてＤは泥酔状態にあったから、一旦土間から移動し、再び土間

に戻ってくるということは考え難い。）、Ａの供述とＨ及びＩの各供述は整

合せず、Ａの供述の信用性が高まることはＨ及びＩの各供述の信用性を減殺

するという関係にあることからすると、原決定の説示は適切とはいい難い。

しかし、既に述べたように、Ｑ・Ｒ第４鑑定を含むＱ・Ｒ鑑定の性質からす

れば、同鑑定は分析の対象とした供述の信用性を適切に判断するための視点

を提供する役割を有するにとどまり、Ａの供述の信用性を直ちに増強したり

するものとはいえないから、Ｑ・Ｒ第４鑑定が旧証拠の証明力に影響を及ぼ

さない旨の原決定は結論において誤りはない。③ の点は、Ｓ第１鑑定は、

確定判決の証拠となっているＨ及びＩの捜査段階の各供述調書の供述の特徴

を明らかにするため、同各供述調書の供述をＡ第１次再審請求におけるＨ及

びＩの各証人尋問調書の供述と比較させながら分析しており、主として同各

供述調書の供述の分析をして検討していると考えられるが、他方で、Ｑ・Ｒ

第３鑑定は、同各供述調書の供述と同各証人尋問調書を別個に分析している

上、同各供述調書を同各証人尋問調書の分析で得られた傾向と類似の傾向が

見られるかという視点で、従属的な位置づけとして分析している（弁３４）。

このような相違がＳ第１鑑定とＱ・Ｒ第３鑑定には存するから、所論の指摘

する相違は合理的に説明できる。③ の点は、Ｈ及びＩの捜査段階における

各供述調書の信用性を判断するため、同各供述調書のみを資料として鑑定を

行うことも十分考えられるから、Ａ第１次再審請求におけるＨ及びＩの各証

人尋問調書を資料として使用するのが当然であるとはいえない。④の点は、

原決定は、Ｑ・Ｒ第３鑑定を含むＱ・Ｒ鑑定の性質、手法等がもつ問題点を
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具体的に指摘して十分検討した上で、Ｑ・Ｒ鑑定はＨ及びＩの各供述の証明

力を減殺するものではないとの結論を導いており、この原決定の判断に誤り

はない。また、Ｑ・Ｒ鑑定は弾劾の対象であるＨ及びＩの各供述の証明力を

減殺していないから、総合評価の対象としなかった原決定の判断に誤りはな

い。 

 その他にも、所論は種々主張するが、これらの主張を踏まえて検討して

も、Ｑ・Ｒ鑑定がＨ及びＩの各供述の証明力を減殺しないとした原決定の判

断に影響を及ぼすものではない。 

 所論は採用できない。 

５ Ｎ鑑定について 

 Ｎ鑑定の証明力について 

ア 原決定は、Ｎ鑑定の証明力につき、①Ｄが溝に転落し、その際に頸椎

椎体前血腫を伴う程度の頸椎の過伸展を生じて非骨傷性頸髄損傷を負った可

能性があり、②その際に頸椎前縦靭帯にも損傷を生じた可能性があり、仮に

Ｄが非骨傷性頸髄損傷を負ったとすれば、Ｈ及びＩがＤを発見してから軽ト

ラックの荷台に乗せるまでの過程でその症状が悪化し、高位頸髄損傷にまで

陥った可能性も完全には否定することができず、高位頸髄損傷による横隔膜

運動の麻痺や延髄の血流低下による呼吸・循環中枢の機能不全に陥って呼吸

停止を来した可能性があることは否定できないという限度で、その証明力を

認めるのが相当であるが、③Ｎ鑑定はＤの死因や死亡時期を高い蓋然性をも

って推論するような決定的なものとはいえない、④そのため、同鑑定が無罪

を言い渡すべき明らかな証拠といえるか否かは、その立証命題に関連する他

の証拠それぞれの証明力を踏まえ、これと対比しながら検討する必要がある

旨説示しているが、この原決定の判断は論理則、経験則等に照らして不合理

なところはなく、当裁判所としても是認することができる。 

 すなわち、Ｎ鑑定は、専門的知見に基づく判断であり、Ｄの死因及び死
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亡時期に関して、科学的推論に基づく仮説的見解を示すものとして尊重すべ

きである。しかしながら、Ｎ鑑定には、Ｄの死体が腐敗しており、既に死体

解剖の時点で不鮮明又は不明となっていた所見が多かったことなどにより、

死体解剖において収集された情報は、極めて限定的であったこと、当然のこ

とながら、Ｎ教授は、死体を直接検分しておらず、Ｊ旧鑑定、Ｊ新鑑定及び

Ａ第１次再審請求におけるＪ教授の証言で言及されている情報や解剖の際に

撮影された１２枚の写真からしか死体の情報を得ることができなかったこと、

Ｄの死因と関連するとされる非骨傷性頸髄損傷、頸椎前縦靭帯の損傷や高位

頸髄損傷はＪ旧鑑定が切開していない部位に生じる損傷であり、十分な所見

に基づいているとはいえないこと、Ｄが転落したという事情を想定し、これ

を重要な事情として考察を進めているが、左右の下肢に認められる大腿伸側

から屈側にかけての全面的な皮下出血斑等の死体の広範な損傷状況について

十分な説明をしているとはいい難いこと等の問題点が存する。このような問

題点を考慮すると、Ｎ鑑定の証明力は高いものであるということはできない

から、Ｄの死因や死亡時期を高い蓋然性をもって推論するような決定的なも

のとはいえず、仮にＤが転落により非骨傷性頸髄損傷を負っていたとすれば、

Ｈ及びＩがＤを発見してから軽トラックの荷台に乗せるまでの過程でその症

状が悪化し、高位頸髄損傷により横隔膜運動の麻痺や延髄の血流低下による

呼吸・循環中枢の機能不全に陥って、呼吸停止を来した可能性があることは

否定できないという限度で証明力を認めるのが相当であるとした原決定の判

断に誤りはなく、また、このようなＮ鑑定の証明力を考慮して、同鑑定が無

罪を言い渡すべき明らかな証拠といえるか否かは、その立証命題である関連

する他の証拠それぞれの証明力を踏まえ、これらと対比しながら検討すると

した原決定の判断にも誤りはない。 

イ 所論は、①原決定は、Ｄの小腸の変色や膨隆の原因は腸管の血行障害

（腸管虚血）による出血性梗塞（腸管壁内血腫）であり、血行障害（腸管虚
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血）や出血性梗塞（腸管壁内血腫）の原因が非閉塞性腸管虚血と考えられ、

Ｄが広範な急性腸管壊死を来していたことを否定しているが、頸椎椎体前血

腫を頸部圧迫の所見と考えたＪ教授が、非閉塞性腸管虚血が見落とされがち

な重篤な症状であるとの知識がなかったために、腸管壁内血腫がＤの死に関

係していると思い至らなかった可能性は十分にある、②原決定は、転落事故

に起因する過伸展により、Ｄの頸椎前縦靭帯が破断あるいはそれに近い状態

になっていたことを否定するところ、頸椎前縦靭帯が破裂した場合には、そ

れに伴って脊柱の前面を覆う大きな血管が破裂し、その出血によって大きな

頸椎椎体前血腫が生じることが示されており（ペニング論文、弁３２）、本

件でもＤの死体にはかなり大きな頸椎椎体前血腫が生じていた以上、頸椎前

縦靭帯が破断あるいはそれに近い状態になっていたことは明らかである、③

原決定は、Ｎ鑑定は、Ｈ及びＩの救護活動の具体的な態様について再現動画

（弁２３）に主として依拠しているが、同再現動画はＨ及びＩの救護活動を

正確に再現したものとはいえないから、同再現動画に依拠して、Ｈ及びＩの

救護活動によりＤの頸椎に何度も繰り返し通常の限度を超えた後屈、回旋／

側屈を生じさせる外力が加わったと推論するのはその推論の過程に疑問があ

る旨説示するところ、再現動画は、Ｄの転落現場で、映画監督の指揮のもと

に、Ｈ及びＩの各供述に基づいて、その救護活動を再現し、映像として記録

して提出したものであり、Ｎ教授は、再現現場に臨み、再現された同救護活

動を見た上で、専門的知識に基づいて、頸髄損傷を悪化させた可能性が高い

ことを説明したのであって、Ｎ鑑定が再現動画に依拠しているという説示は

事実に反する、④原決定は、左鎖骨上部の内出血について、皮膚組織内の出

血であるとして、左椎骨動脈中枢部の損傷が出血源であることを否定してい

るところ、 解剖時の写真に写っている左鎖骨上部の内出血は、Ｊ教授が、

解剖に当たって皮膚と広頸筋を切開し、胸骨、左右の肋骨の胸骨に近い部分、

鎖骨の胸骨に近い部分、胸鎖乳突筋、前斜角筋を取り除いた後のものであり、
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皮下組織は完全に除去されている、 Ｎ教授は、自ら経験した珍しい事例を

根拠に、Ｄの死体に左椎骨動脈中枢部の損傷が生じていた可能性があると指

摘しており、専門的な知識のない原裁判所が、この指摘を無視することは許

されないから、原決定の判断は誤りである、⑤原決定は、Ｎ鑑定の証明力に

つき、仮にＤが転落により非骨傷性頸髄損傷を負っていたとすれば、Ｈ及び

ＩがＤを発見してから軽トラックの荷台に乗せるまでの過程でその症状が悪

化し、高位頸髄損傷により横隔膜運動の麻痺や延髄の血流低下による呼吸・

循環中枢の機能不全に陥って呼吸停止を来した可能性があることは否定でき

ないという限度で、その証明力を認めるのが相当である旨説示しており、こ

のＮ鑑定の証明力と生きているＤを土間に放置して退出した旨のＨ及びＩの

各供述は整合しないから、原決定は、Ｎ鑑定によって、Ｈ及びＩの各供述の

信用性が大幅に減殺されていることを認めているなどと主張する。 

ウ ①の点は、確かに、解剖当時、日本の医学界では非閉塞性腸管虚血の

知見は一般的ではなかったことが認められる。しかし、Ｏ鑑定及びＰ第２鑑

定では小腸に壁内血腫が生じていた場合には色調、厚み等が健常部とは明ら

かに異なるため、解剖において容易に確認できる旨指摘がなされ、Ｎ教授も

腸管壊死や出血性梗塞が進行した場合には、腸管が太くなって色も赤黒くな

る、壁の厚みも増して緊満状態になると述べている。そうすると、Ｊ教授が

非閉塞性腸管虚血に関する知見を有しておらず、腸管の状態がＤの死に関係

している可能性に思い至らなかったとしても、実際に腸管を切り開くなどし

て見分しているのであるから、腸管に健常部と明らかに異なる色調、厚み等

の所見があれば、これらの異常所見を鑑定書に記載しないことは考え難いと

いえるところ、Ｊ旧鑑定にはＤの腸管の性状につき著しく腐敗、膨隆という

以上に特段の記載がないことからすると、出血性梗塞や腸管の壁内血腫があ

ったとのＮ教授の推論は採用できない。②の点は、所論の主張の根拠となる

ペニング論文をみると、頸椎前縦靱帯が破裂した場合には、頸椎椎体前血腫
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が生じるというものであり、逆に頸椎椎体前血腫があれば、必ず頸椎前縦靭

帯が破裂あるいはそれに近い状態になっていることを示したものということ

はできない。加えて、解剖時の写真からは頸椎前面の組織間出血の厚みが判

然としないことも考慮すれば、Ｄの死体の頸椎椎体前血腫の大きさから頸椎

前縦靭帯が破断あるいはそれに近い状態にあったことが確実といえないとし

た原決定の判断に誤りはない。③の点は、原決定は、再現動画に「主として」

依拠していると説示しており、Ｎ教授が再現現場に行かず、同現場で再現さ

れた救護活動を見ることなどもなく、再現動画のみに依拠しているとは説示

していない。原決定は、Ｎ教授が転落現場に臨み、同現場で再現された救護

活動を見るなどしたことを前提にして、再現動画が、映画監督の指揮のもと

で、Ｈ及びＩの各供述に基づいて再現された救護活動を正確に反映した内容

になっていることから、Ｎ教授はＨ及びＩの救護活動の態様についてその正

確に反映された内容に「主として」依拠していると説示したものと考えられ

ることからすると、原決定の説示は事実に反しているわけではない。また、

再現動画は、Ｈ及びＩの各供述に基づいて当時の状況として考え得る一つの

可能性を再現したものに過ぎないことは原決定の説示するとおりである。④

の点は、Ｏ鑑定（当審検１）によれば、首の皮膚を前正中で切開し、浅頸

筋、頸部器官などを取り除いた後、首の左側の皮下組織を観察できるように

するなどしたもので、Ｊ旧鑑定添付の写真１１に写っている左親指の右斜め

下の部分に皮下組織が確認できることが認められるから、皮下組織は除去さ

れていない。④ の点は、Ｄのものと同様の内出血を認めた１症例において、

左椎骨動脈中枢部の損傷が認められたことを根拠に、Ｄにも左椎骨動脈中枢

部の損傷が生じていたとするのは、やはり無理があるといわざるを得ない。

⑤の点は、所論の指摘する原決定の説示部分は、あくまでも新証拠であるＮ

鑑定の証明力を検討した結果を述べたものであり、後に述べるように、この

Ｎ鑑定の証明力を前提とした上で、その後に同鑑定が関連する旧証拠の証明
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力を減殺するか否かを検討するのであるから、当該説示部分からＮ鑑定によ

りＨ及びＩの各供述の信用性が大幅に減殺されたことにはならない。また、

所論は、Ｎ鑑定の証明力が高いことを前提にして、同鑑定によりＨ及びＩの

各供述の信用性が大幅に減殺されたとしているものと考えられるが、原決定

は、同鑑定の証明力につき、「Ｄの死因や死亡時期を高い蓋然性をもって推

論するような決定的なものとはいえず」、「高位頸髄損傷により横隔膜の運

動麻痺や延髄の血流低下による呼吸・循環中枢の機能不全に陥って、呼吸停

止を来した可能性があることを否定はできない」という限度にとどまると説

示し、それ故に、無罪を言い渡すべき明らかな証拠といえるか否かは、その

立証命題に関連する他の証拠それぞれの証明力を踏まえ、これと対比しなが

ら検討することになる旨説示しているのであり、所論の主張は当を得ないも

のである。 

その他にも、所論はＮ鑑定の証明力について種々主張するが、いずれも

原決定の結論に影響を及ぼすものとはいえない。 

所論は採用できない。 

 Ｎ鑑定が旧証拠の証明力に及ぼす影響について 

ア 原決定は、５ アのとおり、Ｄの死因及び死亡時期に関するＮ鑑定の

証明力を判断した上で、この立証命題に照らすと、Ｎ鑑定の仮説的見解と抵

触する可能性がある旧証拠としてＪ旧鑑定、Ｈ及びＩの各供述、Ｂ、Ｃ及び

Ｆの各自白並びにＧの供述を挙げ、Ｎ鑑定がこれらの旧証拠を減殺するか否

かを検討し、Ｎ鑑定は、①Ｄの死因としてＪ旧鑑定が推定した可能性とは別

の可能性も否定できないことを指摘する証拠として位置づけられ、そうした

意味でＪ旧鑑定の証明力を減殺するものの、Ｊ旧鑑定が単独で死因を積極的

に推認し得るような証明力を有していない、②Ｈ及びＩの各供述の証明力、

Ｂ、Ｃ及びＦの各自白並びにＧの供述の証明力を減殺するものではないから、

各確定判決における事実認定に合理的な疑いを抱かせ、その認定を覆すに足
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りる蓋然性のある証拠ではない旨判断したが、この原決定の判断は、論理則、

経験則等に照らしておおむね不合理なところはなく、当裁判所としても是認

することができる。 

イ Ｊ旧鑑定の証明力に及ぼす影響等について 

 所論は、原決定は、Ｎ鑑定によってＪ旧鑑定の証明力が減殺されるこ

とを認めるものの、Ｊ旧鑑定は単独では死因を積極的に推認し得るような証

明力を有しておらず、各確定判決は、客観的状況から推認できる事実、Ｂ及

びＣの各自白を併せて、Ｄの死因を頸部圧迫による窒息死と認定したものと

考えられるから、Ｎ鑑定によってＪ旧鑑定の信用性が減殺されたとしても、

直ちに頸部圧迫による窒息死との認定に合理的疑いを生じさせない旨説示す

るところ、原決定は、Ｎ鑑定によるＪ旧鑑定の証明力の減殺が認められると

明確に判断したのであるから、新旧全証拠による総合評価、すなわち、全面

的再評価により新証拠の明白性を判断すべきであると言い切るべきであった

などと主張する。 

 しかし、Ｊ旧鑑定は、各確定判決の有罪認定とその証拠関係の中で有

罪認定の証拠として重要な位置を占めるものではなく、Ｊ旧鑑定の証明力が

減殺されても、客観的状況から推認できる事実やＢ及びＣの各自白により、

Ｄの死因である頸部圧迫による窒息死という認定は維持され、確定判決の事

実認定に合理的な疑いを抱かせるものではないのであるから、新旧全証拠を

評価し直す必要性は認められない。所論は採用できない。 

 ウ Ｈ及びＩの各供述の信用性に及ぼす影響について 

 所論は、原決定がＨ及びＩの死体遺棄の犯人性を説示する部分につい

て、①原決定は、Ｎ鑑定の指摘する、Ｄが荷台に乗せられた後に呼吸停止を

来していた可能性が真実であるとすれば、同人方に到着した時点においては

同人が死亡し又は瀕死の状態に陥っていたことが考えられ、Ｈ及びＩの各供

述のうち、荷台から降ろされたＤが、Ｈ又はＩの手助けを借りながらも、一
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人で立ち、Ｄ方の玄関まで歩いて行った旨述べる部分は、虚偽を述べている

可能性が高いということになり、これらを前提として同人を土間に置いた旨

説明する部分も直ちに信用し難いということになるから、こうした観点から

検討を行う必要がある旨説示しながら、その後一転して、Ｄの死亡時期に関

するＮ鑑定の証明力と無関係に、論点をすり替えてＨ及びＩが死体遺棄の犯

人なのかという点を論じており、失当である、②Ｈ及びＩは、Ｄが泥酔して

いると考えていたため、ＨがＤの頬を２、３回叩いて目を覚まさせようとし

たものの、Ｄが一人で立つこともできなかったことから、Ｄを抱きかかえて

軽トラックの荷台の横から放り込んだという手荒な扱いをしており、その結

果としてＤが死んだのではないかと考え、とっさに死体遺棄をしたとしても

何ら不思議ではない、③原決定は、Ｄの体重が約７０kgであったこと、Ｄの

死体が約４０ないし５０cmの深さの堆肥に埋まっていたことを挙げて、わず

か３０分程度のうちにＤの死体を遺棄するのは不可能であるかのように説示

しているが、Ｈ及びＩはＤを抱え上げて軽トラックの荷台に放り込んでいる

し、堆肥はホークを使用すれば簡単に掘り返すことができるから、Ｄの死体

を遺棄するために必要な時間は１０分間もあれば十分である、④原決定は、

Ｄ方の中六畳間に敷かれていたとされるビニールカーペットについて、何者

かが付着していた糞便等を拭き取った上、屋外に搬出した可能性があるが、

Ｈ及びＩが死体遺棄の犯人であれば、このようなことをする必要がない旨説

示するが、Ｊ旧鑑定ではＤの肛門は開いているが、大便は洩出していないと

されているから、ビニールカーペットに付着していた糞便はＤ殺害の証拠で

はない、⑤Ｈの「Ｄ、わいも３日間苦しかったろう、おいも３日間風呂に入

らずきばった」との発言は、Ｄの葬儀が行われた１０月１７日夜の発言では

なく、通夜が行われた同月１６日の発言であり、「わいも３日間苦しかった

ろう」との発言は、ＨにおいてＤが同月１２日布団に入ったと認識していた

ことからすると（１０月１７日付け警察官調書、確定審検７９等）、Ｄが苦
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しんだのは同月１３日から発見された同月１５日昼までの２日間となるはず

であるのに、３日間と言ったのはＨがＤが同月１２日夜に堆肥に埋められて

いたことを知っていたとしか理解できないし、「おいも３日間風呂に入らず

きばった」との発言は、Ｄが発見されたのは同月１５日であるから、この３

日間は、Ｄが埋まっていた同月１２日夜から同月１５日昼まで、自身が風呂

に入らなかったことを意味しているなどと主張する。 

 しかし、①の点は、Ｎ鑑定の証明力により、Ｄが同人方に到着した時

点において死亡し又は瀕死の状態に陥っていた可能性が生じ、そのことを前

提にすると、Ｈ及びＩの各供述のうち、荷台から降ろされたＤがＨ及びＩの

手助けを受けながらも一人で立つなどしたという部分やその後にＤを土間に

置いたという部分が虚偽である可能性が生じる上、Ｄの死亡に気付いたＨ及

びＩが、動揺してＤの死体を堆肥中に遺棄した可能性、更にはこれを隠蔽す

るため虚偽の供述をする動機が生じるのであるから、Ｈ及びＩが死体遺棄の

犯人であるか否かは、Ｎ鑑定の証明力と無関係なものとはいえない。②の点

は、Ｈ及びＩは、近隣に住むＤが道路脇の溝付近に倒れている旨の連絡を受

け、同人が酔っていると思い、ともかく同人の住居まで送り届けようとの心

情から、Ａに事前に電話でその旨を連絡してＤを迎えに行くなどしているこ

とからすると、仮に同人方に到着した時点で同人が死亡し又は瀕死の状態に

なっていたとしても、何ら責められる立場にはないし、Ｈ及びＩにおいて、

Ｄがそのような状態になったのは酒が原因であると考えるのが通常であり、

所論が指摘する頬を叩く行為や軽トラックに放り込む行為が原因だと思って

責任を感じるということは考え難い。そうすると、仮にＤが上記のような状

態になっていたのであれば、Ｈ及びＩは、救急通報したり、Ｂらに知らせた

りするのが自然であり、動揺していてもＤを堆肥の中に埋めるということは

考え難い。更に言えば、仮にＤが同人方に到着した時点で死亡し又は瀕死の

状態になっており、Ｈ及びＩが堆肥の中にＤを埋めたのであるとすれば、Ｉ
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において、Ａと共にＨ方を出てＤ方に行った際、Ｄが同人方に居ないのは明

らかであるから、同人の様子を見ようとしたＡを積極的に止めようとすると

考えられるのに、そのような行動をとっておらず、Ｈにおいても、１０月１

４日夜には警察にＤが同人方にいないことを連絡した上、翌１５日正式に警

察にＤが行方不明であることを届けており、自らが死体遺棄の犯人であるこ

ととは相容れない行動をとっていることも、Ｈ及びＩが死体遺棄の犯人であ

ることを否定する根拠となるものである。③の点は、Ｈ及びＩは、Ｄが死亡

していることに動揺するものと考えられるし、当然のことながら事前に埋め

る計画を立てていたわけでも、そのための道具を準備していたこともない。

このようなＨとＩが、わずか３０分程度あるいはそれよりも多少長い時間の

間に、Ｄの死体を堆肥内に埋めることの謀議を遂げた上、約７０㎏程度はあ

ったＤを堆肥置場まで運び、最も深いところで４０ないし５０cmまでホーク

を使用して堆肥を掘り、Ｄの死体を埋め、Ｄの自転車を片付けるなどした上

で、Ｈ方まで移動することは困難であると考えられる。④の点は、確かに、

中六畳間に敷いてあったビニールカーペットに糞便等が付着した時期及び中

六畳間から移動された時期が必ずしも明らかではないから、この点に関する

所論の主張は正当であるが、この点を除いても、既に述べたとおり、Ｈ及び

Ｉが死体遺棄の犯人でないことは明らかである。⑤の点は、この発言は意味

するところが明らかではなく、その前後のやり取りもなくされており、多義

的に理解し得るものである。また、上記発言がされた日について、所論は、

Ａ第１次再審請求におけるＨの証言等に依拠しているが、Ｈは１１月２９日

付け警察官調書（確定審検８１、Ａ第１次再審弁９２）では１０月１７日の

葬儀の夜であると述べており、２０年以上も経過した平成１３年にされた証

言が同警察官調書よりも信用できるとは考え難い。さらに、所論が主張する

同月１３日から同月１５日昼までを意味するとしても、これを３日間と表現

することも十分に考えられる。「おいも３日間風呂に入らずきばった」との
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発言も、Ｄが埋まっていた期間と同様に解さなければならない必然性はない

し、Ｄが行方不明であることを知った同月１４日以降の３日間に風呂に入ら

ずきばったと理解することは十分に可能である。 

 また、所論は、Ｈ及びＩの各供述の食い違い等について、⑥原決定は、

Ｈ及びＩの各供述について、Ｄが荷台から降ろされ同人方に入る際の状況に

ついて、手助けを受けた程度、態様はともかく、Ｄが荷台から降ろされた後

に一人で立てたという点では一致している旨説示するが（原決定３６頁）、

他方で、Ｈの供述について、Ｈの１０月１５日付け警察官調書（確定審検７

６）及び同月１６日付け警察官調書（確定審検７８）の食い違いについて、

これらの記載はＤが一人で立てず手助けにより何とか立ち上がれた旨いう点

では特に相反しない整合的なものとして理解できる旨説示するとともに（原

決定３８頁）、ＤはＨらの手助けを借りなければ軽トラックの荷台から降り

ることもＤ方に入ることもできなかったものとして同じ趣旨を述べるものと

して理解できる旨説示しているから（同）、Ｈ及びＩの各供述は、Ｄが荷台

から降ろされた後に一人で立てたという点でも一致していない、⑦Ｈの供述

を見ると、Ｄをどこから運び入れたかの点について、１０月１５日付け警察

官調書（確定審７６）では玄関から入ったと供述したが、１０月１６日付け

警察官調書（確定審検７８）では玄関横の勝手口から入ったと述べて供述を

変遷させているが、実際に経験した者であればこのような間違いをすること

はあり得ない、⑧Ｉの供述について、当初の警察官による取調べの際には牛

小屋に行ったのはＨだけであると供述していたのに、検察官による取調べで

はＨと一緒に牛小屋に行ったと供述を変遷させているところ、Ｈだけが牛小

屋に行ったのであればその目的は牛に水と餌をやるためだったといえるが、

ＨとＩの二人で牛小屋に行ったのであれば、牛に水と餌をやる目的であった

のか、別の目的ではなかったのかという疑念が生じるため、Ｉは警察官によ

る取調べの際には二人で行ったことを故意に隠していたといえる、⑨Ｇの１
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０月１６日付け警察官調書（確定審検９７）によれば、Ｇは１０月１２日夜、

Ｈ及びＩが、Ｄに「家に帰りついたど。降りらんな。」と声を掛けた後、Ｄ

が家に入るのは確認せず、ＨかＩのどちらかが牛小屋との間を行き来する人

影を見た旨供述しているところ、これは、ＨとＩが、Ｄに降りるよう声を掛

けた後、Ｄ方に入らず、牛小屋との間を行き来したことを示すものであるか

ら、生きているＤを土間に放置して退出したというＨ及びＩの各供述の信用

性に重大な疑問を投じるものである、⑩原決定は、Ｈ及びＩの各供述が、Ｄ

が荷台から降ろされた後に一人で立てたという点では一致すると説示するが、

この説示を前提とすると、Ｄは同人方に到着した時点で泥酔状態から覚醒し

ていたことになるから、Ｄが土間に置かれた際、Ａが土間に座り込んでいた

Ｄを見て殺害を決意した際、更には殺害の犯行の際にも、Ｄが前後不覚であ

ったとの確定判決の認定と矛盾することになるなどと主張する。 

 しかし、⑥の点は、原決定がＨ及びＩの各供述の一致する点について

説示している部分は、Ｄが同人方に到着して荷台から降ろされた後、どうに

か一人で立つことができた旨の説示であるのに対し、Ｈの供述に関する「Ｄ

はＨらの手助けを借りなければ軽トラックの荷台から降りることもＤ方に入

ることもできなかったものとして同じ趣旨を述べるものと理解できる」とい

う説示は、Ｄが同人方に到着した後に関する説示ではあるものの、荷台から

降ろされた後にどうにか一人で立ったという場面ではなく、Ｄが荷台から降

ろされる場面と同人方に入る場面の説示であるから、矛盾することにはなら

ない。また、Ｈの供述に関する「Ｄが一人では立てず手助けにより何とか立

ち上がれた旨いう点では特に相反しない整合的なものとして理解できる」と

いう説示は、Ｄを発見した時の状況に関する説示であって、Ｄが同人方に到

着した後の状況に関するものではないから、所論の主張は当を得ていない。

そして、Ｈ及びＩの各供述が、Ｄが荷台から降ろされ同人方に入る際の状況

について、手助けを受けた程度、態様はともかく、Ｄが荷台から降ろされた
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後に一人で立てたという点で一致しているという原判断に誤りはない。⑦の

点は、１０月１６日の取調べを除き、玄関からＤを運び入れたとの供述をし

ていることからすると、原決定が指摘するように、Ｈと同日取り調べに当た

った警察官との単純な齟齬ということも十分考えられ、実際に体験した者の

供述であることを否定するほどの不自然なものとは到底いえない。⑧の点は、

牛小屋に行った目的について、一人で行った場合には牛に水と餌をやるため

であり、二人で行った場合には別の目的のために行ったという疑念が生じる

とまではいえない。⑨の点は、所論の指摘するＧの供述は、同人が風呂に入

ろうとして外に出た際、たまたま見聞きした内容を述べたものであり、Ｈ及

びＩがＤ方に到着してから退去するまで、ＨやＩの言動に注目して見聞きし

ていたものとはいえないことからすると、ＨとＩがＤ方に入らなかったこと

を裏付けているものとはいえない。⑩の点は、酩酊状態は時間経過とともに

多少変化することは十分にあり得ることからすると、Ｄが同人方に到着して

荷台から降ろされた後、一人で立つことができたからといって、Ｄの状態が

大きく変化し、泥酔状態等から脱して覚醒したとまではいえず、確定判決の

認定と矛盾することにはならない。 

  さらに、所論は、 ＡとＩがＨ方を出てＤ方に行った際、 ＩがＡと

一緒にＤの様子を見に行かなかったことについて、原決定は、ＩがＤを同人

方に届けて間もない時点であったから、改めて様子を確認するまでもないと

考えても不自然ではない旨説示するが、既に約１時間は経過しているから、

間もない時点とはいえない、⒝ＩはＤ方から出てきたＡの様子について、特

別変わった様子はなかった旨供述しているが（確定審検７４）、確定審の認

定によればＡはＤの殺害を決意した直後であったから、Ａの様子には変化が

あったはずであり、Ｉの上記供述は不自然であるのに、原決定はこの点を考

慮していない、 Ｈは、同人方でＡに対し、Ｄをどのような状況で置いたか

説明していないが、Ｄは上半身のシャツは水に濡れ、下半身は裸であったの
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であり、当日夜の気温が下がる一方であったことも考慮すれば、毛布をかけ

ることなく、土間に放置していることをＡに伝え、すぐにでも適切な措置を

講じなければならなかったにもかかわらず、Ｄの同人方に到着した後の様子

を話さなかったばかりか、約１時間にわたり雑談に終始したことは不自然で

ある、 Ｈは、Ａの逮捕後の１１月１７日、Ａは１０月１２日午後１０時半

頃までＨ方に居たのだから、犯行の時間帯にはアリバイがある旨の発言をし

ているところ（Ａ第１次再審弁７６）、この発言はＨが死体遺棄の犯行が行

われた時刻が１０月１２日午後１０時半頃までであることを知っていたこと

をうかがわせるものであるなどと主張する。 

 しかし、 の点は、約１時間が経過していることを間もない時点と

判断するかはともかく、Ｉが１時間程度しか経過していないから、改めてＤ

の様子を見に行く必要はないと考えたとしても、何ら不自然ではない。 ⒝

の点は、Ｄの殺害を決意したＡがその様子をさとられないようにするという

ことは十分に考えられることであり、そのため、ＩがＡの様子に気付かず、

特別変わった様子はなかったと供述することも十分に考えられる。 の点は、

所論は、Ｄが同人方に到着した時点で瀕死の状態であったにもかかわらず、

Ｈらが適切な措置を講じることなく、Ｄを土間に放置してきたことを前提に

していると考えられるが、ＨにおいてＤがそのような状態であることを知り

ながら、同人を土間に放置するということは考え難いし、約１時間にわたっ

て雑談していたことはむしろＤが所論の主張するような状態になかったこと

を示しているといえる。また、原決定が指摘するように、Ｈは、事前にＡに

連絡してＤを迎えに行き、Ｈ方でも全身びしょ濡れで下半身裸であったなど

と相応の説明はしており、特に取り繕っている様子も見られないのであるか

ら、ＨにおいてＤの状況をそれ以上に説明しなかったことは不自然とはいえ

ない。 の点は、Ｈは、警察の取調べ等において、１０月１２日午後９時頃

にＤを同人方に送り届けた後、同月１５日にＤが堆肥の中から発見されるま
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での間、Ｄの所在が確認されていないことを知っていたと考えられる。そう

すると、Ｈにおいて、最後に所在が確認できる１０月１２日午後９時頃から

近接する時間に、犯行が行われたと考えたとしても何ら不思議でなく、この

ことから前記の発言をしたということは十分に考えられるから、同発言はＨ

が死体遺棄の犯行が同日午後１０時半頃までに行われたことを知っていたこ

とをうかがわせるものとはいえない。 

 その他にも、所論は種々主張するが、これらの点を考慮しても、Ｈ及

びＩの各供述の信用性に影響を及ぼすものとは認められない。 

所論は採用できない。 

エ Ｂ、Ｃ及びＦの各自白並びにＧの供述の信用性に及ぼす影響について 

 原決定は、①Ｎ鑑定はＨ及びＩの各供述の信用性を減殺するものでは

なく、Ｎ鑑定が確定審に提出されていたとしても、Ｈ及びＩが、道路上に倒

れていたＤを軽トラックの荷台に乗せて同人方まで送り届け、生きている状

態の同人を土間に置いて立ち去ったという事実認定は揺るがない、②Ｎ鑑定

は各確定判決が有罪認定の前提としたと考えられるその余の事実関係等の基

礎となる証拠の証明力を減殺するものではないから、客観的状況からの事実

の推認に影響を及ぼさず、これによって支えられているＢ、Ｃ及びＦの各自

白並びにＧの供述の信用性を減殺しない旨説示しているが、この原決定の判

断は、経験則、論理則等に照らして、不合理なところはなく、是認すること

ができる。すなわち、各確定判決の認定の主たる根拠である客観的状況から

の推認の前提となるＨ及びＩの各供述の信用性は、Ｎ鑑定により減殺されず、

十分認めることができるから、Ｈ及びＩは、溝付近で倒れていたＤを軽トラ

ックの荷台に乗せて、同人方まで連れ帰り、生きている状態の同人を土間に

置いて立ち去ったことが認められる。この前提と客観的状況に照らすと、故

意にＤの死体を埋めた犯人は、Ｈ及びＩにその可能性がなくなる以上はＡら

ｂ家以外の者は想定し難いと推認することできる。そして、Ｂ、Ｃ及びＦの
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各自白並びにＧの供述はこの推認によって支えられており、Ｎ鑑定はこの推

認に影響を及ぼすものではないということができるから、これらの供述の信

用性を減殺するとはいえないものである。 

 所論は、①ＧはＡによってＣが犯罪に巻き込まれたと思い込み、Ｃの

責任を軽減するために、Ａを首謀者に仕立て上げる巻き込みの供述をする危

険性があるから、Ｇの供述は信用できない、②Ｇは、ＡがＣ方を訪ねてきた

ことについて、１０月１９日付け警察官調書（Ａ第１次再審弁９４）では同

月１３日朝であったと供述しているのに、同月２９日付け警察官調書（確定

審検９８、Ａ第１次再審弁８２）及び１１月３日付け検察官調書（確定審検

１０２、Ａ第１次再審弁８４）では１０月１２日夜であったと供述を変遷さ

せている上、訪ねてきた理由も美容院に預けていたＧの衣類を届けるためで

あったと述べていることなどからすると、Ｇの供述は信用できず、Ａは同日

夜にはＣ方を訪ねていないなどと主張する。 

 ①の点は、確かに、Ｇは、Ａを首謀者にするための巻き込みの供述を

する危険があり、確定審の公判において、ＡがＣにＤを殺害することの加勢

をするように言ったのを目撃したという供述をしている。しかし、この供述

以外に、帰宅後においてＣがＤ殺害の犯行を、Ｆが死体遺棄の犯行をそれぞ

れ自認する発言をしたのを聞いたとも供述しており、これらの供述はＣとＦ

の犯行を裏付けるもので、Ａを首謀者に仕立て上げる巻き込みの危険がある

供述ということでは説明できない。②の点は、既に述べたように、Ｇは確定

審の公判において、Ａが１０月１２日夜Ｃ方を訪ねてきて、Ｃに対してＤを

殺したいから加勢するよう言い、Ｃがこれを承諾したのを目撃した旨明確に

証言している。また、Ｇの供述の内容、更にはＢ、Ｃ及びＦの各自白の内容

は整合していて相互に支え合っている上、 の推認によっても支えられてお

り、変遷があることなどを踏まえても、これらの供述の信用性は相応に強固

であるといえ、Ｇの供述は信用できる。 
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所論は採用できない。 

 ６ 結論 

以上によれば、Ｓ鑑定及びＱ・Ｒ鑑定はＨ及びＩの各供述を減殺するも

のとはいえない。また、Ｎ鑑定は、各確定判決が証拠の標目に掲げたＪ旧鑑

定の信用性を減殺するものではあるが、各確定判決の事実認定においてＪ旧

鑑定が占める重要性からすれば、各確定判決の事実認定に合理的疑いを生じ

させるものとはいえず、Ｈ及びＩの各供述の信用性、Ｂ、Ｃ及びＦの各自白

並びにＧの供述の信用性を減殺するものとはいえない。そうすると、弁護人

の提出する新証拠は、確定判決の事実認定に合理的疑いを差し挟むものとは

いえないと判断した原決定に誤りはない。 

論旨は理由がない。 

よって、本件各即時抗告は理由がないから、刑訴法４２６条１項後段に

より主文のとおり決定する。 

令和５年６月５日 

    福岡高等裁判所宮崎支部 
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